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北九州市告示第９４号 

 地方自治法施行令 ( 昭和２２年政令第１６号 ) 第１７４条の４９の２５第２

項の規定により、北九州市が包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資

格を証する書面の写しは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く平成３０年３月３０日から同年

５月１日までの間の午前８時３０分から午後５時１５分まで、北九州市行政委

員会事務局監査第一課において閲覧に供する。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   
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北九州市告示第９５号 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条第

１項の規定により、平成３０年度の一般廃棄物処理実施計画を定めたので、北

九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成５年北九州市条例第２８

号）第１１条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

平成３０年度一般廃棄物処理実施計画 

１ 一般廃棄物の区分 

 （１）ごみ 

ア 市の施設で処分するもの 

区分 廃棄物の内容 

家庭ごみ 家庭から排出される日常生活に伴って生ずる生ごみ、

プラスチック類及び紙くず並びにこれらと性状が同等

に取り扱い得るもの 

家庭の住居と事業所が建物の構造上一体で、家庭から

排出されるものと事業活動に伴って排出される一般廃

棄物との区別が難しく、家庭並みのごみ量の事業所か

ら排出される一般廃棄物 

資源化物 家庭から排出されるかん、びん、ペットボトル、紙製

の容器包装（飲料を充てんするための容器（原材料と

してアルミニウムが利用されているものを除く。）に

限る。以下「紙パック」という。）及び発泡スチロー

ル製食品用トレイ（以下「トレイ」という。） 

粗大ごみ（

特定家庭用

機器廃棄物

を除く。） 

家庭から排出される家具、寝具、電化製品、厨房器具

、自転車等で、家庭ごみ及び資源化物として収集しな

いもの 

引越し等に伴い一時的に多量に家庭から排出されるも

の 

動物の死体 犬、猫等小動物の死体 

その他 環境保全上処理を必要とする不法投棄ごみ等 

自己搬入ご

み（特定家

庭用機器廃

事業活動に伴って排出される一般廃棄物であって、家

庭ごみ及び粗大ごみと同等のごみで、家庭から排出さ

れるごみの処理に支障のない量のもののうち、許可業
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棄物並びに

事業活動に

伴って排出 

者又は排出者自らが収集運搬するもの 

家庭から排出される資源化物以外のごみで、許可業者

又は排出者自らが収集運搬するもの 

される資源

化可能な紙

くず及び木

くずを除く

。） 

注 特定家庭用機器廃棄物とは、特定家庭用機器再商品化法（平成１ 

０年法律第９７号）第２条第５項に定めるものをいう。以下同じ。 

イ 許可業者の施設で処分するもの 

区分 廃棄物の内容 

許可業者処理

ごみ 

別に定める処理区域で排出される可燃性のごみであっ

て、許可業者により焼却されるもの 

家庭から排出される蛍光管、一次電池、水銀体温計及

び水銀血圧計で、許可業者により再資源化されるもの 

家庭から排出される家庭用電化製品（特定家庭用機器

廃棄物を除く。）で許可業者により再資源化されるも

の 

家庭及び事業所から排出される紙くず、木くず及び繊

維くずで許可業者により再資源化されるもの 

家庭から排出されるかん、びん及びペットボトルであ

って許可業者により再資源化されるもの 

一般廃棄物焼却施設から排出される焼却灰及びばいじ

んであって許可業者により再資源化されるもの 

事業所から排出される食品廃棄物であって許可業者に

より再資源化されるもの 

リサイクル法

又は広域認定

制度により資

源化するもの 

家庭から排出される使用済小型電子機器等（以下「小

型家電」という。） 

特定家庭用機器廃棄物 

家庭から排出されるプラスチック製容器包装 

家庭から排出されるパーソナルコンピューター、二輪

自動車及びＦＲＰ船 

注 使用済小型電子機器等とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促
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進に関する法律（平成２４年法律第５７号）第２条第２項に定めるも

のをいう。以下同じ。 

ウ 製造業者等の再資源化施設で処分するもの 

区分 廃棄物の内容 

資源化物 家庭から排出される小型の金属類（粗大ごみとして定 

 めているものを除く。以下「小物金属」という。） 

特定家庭用機

器廃棄物 

家庭から排出される又は事業活動に伴って排出される

ユニット形エアコンディショナー（ウィンド形エア 

 コンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しく

は床置き形であるセパレート形エアコンディショナー

に限る。）、テレビジョン受信機（ブラウン管式並び

に液晶式及びプラズマ式のもの（液晶式のものについ

ては、電源として一次電池又は蓄電池を使用しないも

のに限り、建築物に組み込むことができるように設計

したものを除く。）に限る。）、電気冷蔵庫、電気冷

凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機 

エ 市が処理委託した再資源化業者の施設で処分するもの 

区分 廃棄物の内容 

資源化物 家庭から排出される水銀使用廃製品（蛍光管、水銀体温

計、水銀血圧計及び水銀温度計に限る。以下同じ。） 

家庭から排出されるプラスチック製容器包装 

（２）し尿 

区分 廃棄物の内容 

市収集し尿 家庭から排出されるし尿で収集が必要なもの 

事業活動に伴って排出されるし尿で収集が必要なもの

のうち、計画収集が可能なもの 

自己搬入し尿 事業活動に伴って排出されるし尿で収集が必要なもの 

（３）浄化槽汚泥 

区分 廃棄物の内容 

浄化槽汚泥 浄化槽汚泥 

２ 計画処理の概要 

区分 計画処理量 

ご
み

市収集ごみ ２０６，８００ｔ 

自己搬入ごみ １６１，０００ｔ 
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許可業者処理ごみ １８，３００ｔ 

動物の死体 ６，０００個 

し
尿

市収集し尿 ７，０００ｋｌ 

自己搬入し尿 ９，０００ｋｌ 

浄化槽汚泥 ２０，０００ｋｌ 

   注 市収集ごみは、家庭ごみ、資源化物、粗大ごみ及びその他 

３ 処理計画 

  北九州市循環型社会形成推進基本計画に基づき、ごみの減量・資源化と適

正処理の取組みを行う。 

 （１）ごみの排出抑制・再使用・再資源化計画 

  ア 排出抑制・再使用・再資源化の方法 

（ア）家庭ごみの指定袋制度の実施 

指定袋による家庭ごみの収集を実施し、家庭ごみの排出量抑制を図

る。 

（イ）資源化物の指定袋制度の実施 

指定袋による資源化物（市長が別に定めるものを除く。）の収集を

実施し、資源化物の排出抑制及び分別促進を図る。 

（ウ）古紙リサイクルの促進 

家庭から排出される古紙が資源としてリサイクルされるよう、古紙

回収奨励金制度、回収用保管庫貸与制度、新聞販売店回収等により、

地域の実情に応じて雑がみを含めた古紙回収を促進する。 

また、事業所から排出される古紙については、民間の古紙リサイク

ル施設へ収集運搬されるように働きかけるほか、商店街等に古紙回収

用保管庫を貸与するオフィス町内会等により古紙回収を促進する。 

（エ）古着リサイクルの促進 

  家庭から排出される古着のリサイクルを進めるため、回収奨励金制

度等により、分別排出に取り組みやすい体制づくりを図る。また、回

収した古着の一部をリユースする。 

（オ）生ごみ等食品廃棄物の３Ｒの促進 

家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化を推進するため、生

ごみコンポスト化容器活用講座等の実施や、コンポストの用途拡大に

取り組む。また、「食品ロス」の削減に向け、「残しま宣言」運動に

よる周知啓発等を通じて、生ごみの排出抑制を図る。さらに、食品循
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環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成１２年法律第１１６号

）を踏まえ、公共施設等の事業所から排出される食品廃棄物の減量及

び資源化の促進を図る。 

（カ）小型家電リサイクルの促進 

  回収方法の拡充により、家庭から排出される小型家電のリサイクル

促進を図る。 

（キ）適正包装等の促進 

家庭から排出されるごみの減量化を推進するため、マイバッグの利

用の促進を図る。 

また、簡易包装の普及等を通じて、過剰包装の抑制を図る。 

（ク）事業系一般廃棄物の減量化及び資源化の促進 

北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に基づき、排出事

業者に対し、ごみの減量化及び資源化に関する指導を徹底し、事業系

一般廃棄物の減量化及び資源化を促進する。 

ａ ごみ処理マニュアルの作成や事業所戸別訪問による、ごみ減量化

・適正排出に向けた指導及び啓発 

ｂ 市の処理施設における搬入ごみ検査の強化による、適正処理と減

量・リサイクルの促進 

ｃ 古紙、かん、びん、廃木材、被服等資源化物のリサイクルの促進 

ｄ オフィス町内会の組織化の促進による古紙の減量化及び資源化の

促進 

ｅ 事業所から排出されるごみの組成調査 

ｆ 市役所内から排出されるごみの減量化及び資源化の徹底 

ｇ 事業者・市民・行政の連携による食品廃棄物の減量・資源化の促 

 進 

（ケ）ごみの減量・資源化及び適正処理に関する市民及び事業者に対す 

る広報及び啓発活動の実施 

ａ 環境ミュージアムの活用 

ｂ 「出前講演」の実施 

ｃ ホームページの活用 

ｄ 環境情報誌「ていたんプレス」の発行 

ｅ 「大都市減量化・資源化共同キャンペーン」の実施 

ｆ 市民リサイクル啓発用映像の活用 

ｇ 「北九州市の環境」の発行 

ｈ ごみ処理施設等の施設見学の受入れ 
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ｉ 北九州市３Ｒ活動推進表彰の実施 

ｊ 家庭ごみステーションにおける排出指導・啓発及び地域の取組み

支援の実施 

ｋ その他 市民等がごみ問題に取り組むために必要な広報活動及び

情報提供 

  イ 再資源化の方法及び量 

再資源化の方法 計画処理量 

資源化物のうち、かん、びん及びペットボトルを選別

し、再資源化業者に引き渡す。 

１０，５００ｔ 

資源化物のうち、プラスチック製容器包装を選別し、

再資源化業者に引き渡す。 

７，１００ｔ 

資源化物のうち、紙パック及びトレイを選別し、再資

源化業者に引き渡す。 

２５０ｔ 

資源化物のうち、水銀使用廃製品を再資源化業者に引

き渡す。 

８０ｔ 

資源化物のうち、小物金属を再資源化業者に引き渡す １２０ｔ 

。  

資源化物のうち、小型家電を再資源化業者に引き渡す

。 

 ６ｔ 

粗大ごみのうち、小型家電を再資源化業者に引き渡す

。 

   １４０ｔ 

家庭から排出される古紙及び古着を地域で回収し、再

資源化業者に引き渡す。 

２４，２００ｔ 

家庭から排出されるせん定枝を地域で回収し、再資源

化業者に引き渡す。 

１６０ｔ 

家庭から排出される廃食用油を地域で回収し、再資源      ６ｔ 

化業者に引き渡す。  

家庭から排出される生ごみ等を家庭で堆肥化し利用す

る。 

      ― 

家庭から排出されるインクカートリッジを市役所及び

区役所で回収し、再資源化業者に引き渡す。（廃棄物

の処理及び清掃に関する法律第９条の９に基づく広域

認定制度） 

      ― 

家庭から排出される古着を区役所等公共施設、北部九 ３９０ｔ 
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州・古着地域循環推進協議会に参加する事業者の店頭

等で回収し、再資源化業者に引き渡す。 

新門司工場に搬入されるごみを溶融処理した後にスラ

グ及びメタルを回収し、再資源化業者に引き渡す。 

スラグ 

１２，３００ｔ 

メタル 

 ２，５００ｔ 

日明工場（粗大ごみ資源化センター）に搬入されるご

みの中から鉄を回収し、再資源化業者に引き渡す。 

６７０ｔ 

皇后崎工場に搬入されるごみを焼却した後に発生した

焼却主灰を、再資源化業者に引き渡す。 

３００ｔ 

事業活動に伴って排出される古紙を事業者版の集団資

源回収組織である「オフィス町内会」で回収し、再資

源化業者に引き渡す。 

３４０ｔ 

事業活動に伴って排出される廃木材及びせん定枝をチ

ップ化し、再資源化する。 

１３，２００ｔ 

事業活動に伴って排出される紙くずを再資源化する。  ３，４００ｔ 

事業活動に伴って排出される食品廃棄物を再資源化す

る。 

１，２００ｔ 

  注 ペットボトル、トレイ、プラスチック製容器包装及びびん（白び

ん及び茶びんを除く。）については、公益財団法人日本容器包装リ

サイクル協会に引き渡して再資源化する。 

ウ 再資源化関連施設の概要 

施設名 処理

する

者 

再資源化

対象物 

所在地 処理方式 処理能力 

新門司

工場 

市 紙パック

及びトレ 

門司区新

門司三丁 

ストックヤード 

  イ 目７９番

地 

日明工

場（粗

大ごみ

資源化 

 鉄 小倉北区

西港町９

６番地の

２ 

クロスベルト角型

電磁式 

６ｔ／１時

間 
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センタ

ー） 

日明か

んびん

資源化

センタ

ー 

市 かん、び

ん及びペ

ットボト

ル 

小倉北区

西港町９

６番地の

２ 

アルミ缶の選別 

永久磁石回転プ

ーリー式 

スチール缶の選別

 クロスベルト角

型電磁式 

びん及びペットボ

トルの手選別 

５２．５／

５時間 

     直線ベルトコン

ベア式 

  紙パック

及びトレ

イ 

小倉北区

西港町９

６番地の

２ 

ストックヤード 

本城か

んびん

資源化

センタ

ー 

市 かん、び

ん及びペ

ットボト

ル 

八幡西区

洞北町７

番１０号 

アルミ缶の選別 

 永久磁石回転プ

ーリー式 

スチール缶の選別

電磁永磁併用吊

り下げ方式 

びん及びペットボ

トルの手選別 

 直線ベルトコン

ベア式 

６３ｔ／５

時間 

  紙パック

及びトレ 

八幡西区

洞北町７ 

ストックヤード 

  イ 番１０号  

北九州

市プラ

スチッ

ク資源

化セン 

市 プラスチ

ック製容

器包装 

小倉北区

西港町８

６番１３

号 

揺動式ふるい 

直線ベルトコン

ベア式 

６０ｔ／１

２時間 
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ター      

木材開 許可 廃木材 若松区南 ハンマー式 １２０ｔ／

８時間 発株式

会社の

施設 

業者  二島五丁

目３番２

号 

ホクザ

イ運輸

株式会

社の施

設 

許可

業者 

廃木材 

せん定枝 

小倉北区

西港町７

２番地の

３２、３

３、３４

、３５及

び４２ 

ハンマー式 ７００ｔ／

８時間 

梅﨑礦

業株式

会社の

施設 

許可

業者 

廃木材 門司区新

門司三丁

目６７番

１６号 

回転ナイフ式 １８ｔ／８

時間 

株式会

社金田

商店の

施設 

許可

業者 

廃木材 門司区新

門司三丁

目６７番

６１ 

一軸破砕機 

（自走式） 

二軸破砕機 

（自走式） 

１７９．９

ｔ／８時間 

株式会

社守恒

造園建

設の施

設 

許可

業者 

廃木材 

せん定枝 

小倉南区

大字堀越

４８３番

地の１及

び５１０ 

番地の１ 

回転ナイフ式 ４ｔ／８時

間 

株式会

社野原

商会の 

許可

業者 

木くず 

紙くず 

繊維くず 

門司区新

門司三丁

目２５番 

二軸破砕機 

一軸破砕機 

圧縮梱包機 

４２．９ｔ

／５時間 

施設      

株式会

社野原

商会の

施設 

許可

業者 

木くず 

紙くず 

繊維くず 

門司区新

門司三丁

目５２番 

二軸式破砕機 

圧縮梱包機 

１１４．７

ｔ／５時間 
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株式会

社坪井

商店の

施設 

許可

業者 

紙くず 小倉北区

高浜二丁

目１２１

番６ 

油圧プレス式 １００ｔ／

８時間 

北九資

源株式

会社の

施設 

許可

業者 

紙くず 小倉北区

青葉一丁

目２番７

号 

油圧プレス式 ６０ｔ／５

時間 

株式会

社ジェ 

許可

業者 

蛍光管 

一次電池 

若松区響

町一丁目 

湿式二軸せん断破

砕機 

２３．９ｔ 

／１２時間 

イ・リ

ライツ

の施設 

 水銀体温

計 

水銀血圧

計 

６２番地

の１７ 

乾式スクリュー型

破砕機 

ハンマー式 

九州メ

タル株

式会社

の施設 

許可

業者 

特定家庭

用機器廃

棄物（電

気冷蔵庫

及び電気

冷凍庫を

除く。） 

使用済Ｆ

ＲＰ船 

使用済パ

ーソナル

コンピュ

ーター 

使用済自

動二輪車 

小倉北区

西港町６

２番４ 

破砕機 

選別機 

磁選機 

ふるい機 

２９６．１

ｔ／５時間 

  小型家電    

西日本

家電リ

サイク

ル株式 

許可

業者 

特定家庭

用機器廃

棄物 

若松区響

町一丁目

６２番 

破砕機 

選別機 

磁選機 

減容機 

２８１．６

ｔ／２４時

間 
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会社の      

施設 

株式会

社リサ

イクル

テック

の施設 

許可

業者 

家庭用電

化製品（

特定家庭

用機器廃

棄物を除

く。） 

若松区響

町一丁目

６２番地

の１３及

び１４ 

縦型一軸せん断式

油圧プレス式 

３６ｔ／２

４時間 

九州製 

紙株式

会社の

施設 

許可 

業者 

紙 八幡東区 

大字前田

２１４２

番地の１ 

パルパー １３５ｔ／

２４時間 

株式会

社西日

本ペー

パーリ

サイク

ルの施

設 

許可

業者 

紙 若松区響

町一丁目

６２番地 

横型ハンマー式 

縦型せん断式 

油圧プレス式 

９０．１ｔ

／５時間 

株式会

社丸清

の施設 

許可

業者 

紙 若松区南

二島四丁

目２番１

８号 

油圧プレス式 １０２ｔ／

５時間 

有限会

社ＫＡ

ＲＳの

施設 

許可

業者 

かん、び

ん、ペッ

トボトル

及び紙コ

ップ 

若松区響

町一丁目

６２番地

の１９ 

アルミ缶の選別 

 高磁力回転ドラ

ム方式 

スチール缶の選別

吊り下げ磁石方

式 

びん、ペットボト

ル及び紙コップの

手選別 

 直線ベルトコン

ベア式 

９６ｔ／２

４時間 
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西日本

ペット

ボトル

リサイ

クル株

式会社

の施設 

許可

業者 

ペットボ

トル 

若松区響

町一丁目

６２番 

フレーク処理 

ペレット処理 

８９．５ｔ

／２４時間 

新日鐵

住金株

式会社

の施設 

許可

業者 

プラスチ

ック製容

器包装 

八幡東区

大字前田

２１４５

の２ 

破砕機 

選別機 

減容成形機 

２１６ｔ／

２４時間 

三菱マ

テリア

ル株式

会社の

施設 

許可

業者 

焼却灰 八幡西区

洞南町１

番１号 

水洗設備 

ロータリーキルン

式焼成炉 

１２０ｔ／

２４時間 

北九州

アッシ

ュリサ

イクル

システ

ムズ株

式会社

の施設 

許可

業者 

ばいじん 戸畑区牧

山海岸２

番１及び

牧山五丁

目１９２

１番１ 

水洗設備 

ロータリーキルン

式乾燥炉 

１１６ｔ／

２４時間 

日本磁

力選鉱

株式会

社の施

設 

許可

業者 

小型家電 若松区響

町一丁目

７９番地

の４、５

、６、７

、８及び

９ 

回転式破砕 

磁力選別 

ふるい選別 

４２．５ｔ

／５時間 

山光金

属株式

会社の

許可

業者 

小型家電 

紙 

若松区響

町一丁目

１３番４ 

二軸破砕機 

シュレッダー 

分級選別 

６９．９ｔ

／５時間 
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施設 

楽しい

株式会

社 

許可

業者 

食品廃棄

物 

若松区向

洋町１０

番１ 

粉砕機 

脱水機 

４．５ｔ / 

２４時間 

エ リサイクルの推進、地域全体のゼロ・エミッションの実現及び循環 

型社会構築に資するために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

（昭和４６年政令第３００号）第４条に基づき、本市が承諾した場合に

広域的な受入れ処理を行うことができる再資源化施設の概要 

施設名 処理

する 

再資源化

対象物 

所在地 処理方式 処理能力 

 者     

日明か

んびん

資源化

センタ

ー 

市 ペットボ

トル 

小倉北区

西港町９

６番地の

２ 

ペットボトルの手

選別 

直線ベルトコン

ベア式 

５２．５ｔ 

／５時間 

本城か

んびん

資源化

センタ

ー 

市 ペットボ

トル 

八幡西区

洞北町７

番１０号 

ペットボトルの手

選別 

直線ベルトコン

ベア式 

６３ｔ／５

時間 

北九州

市プラ

スチッ

ク資源 

市 プラスチ

ック製容

器包装 

小倉北区

西港町８

６番１３

号 

揺動式ふるい 

直線ベルトコン

ベア式 

６０ｔ／１

２時間 

化セン

ター 

木材開

発株式 

会社の

施設 

許可

業者 

廃木材 若松区南

二島五丁 

目３番２

号 

ハンマー式 １２０ｔ／

８時間 

ホクザ

イ運輸 

株式会

許可

業者 

廃木材 

せん定枝 

小倉北区

西港町７

２番地の

ハンマー式 ７００ｔ／

８時間 
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社の施

設 

３２、３

３、３４

、３５及 

   び４２   

株式会

社ジェ

イ・リ

ライツ

の施設 

許可

業者 

蛍光管 

一次電池 

水銀体温

計 

水銀血圧

計 

若松区響

町一丁目

６２番地

の１７ 

湿式二軸せん断破

砕機 

乾式スクリュー型

破砕機 

ハンマー式 

２３．９／

１２時間 

株式会

社リサ

イクル

テック

の施設 

許可

業者 

家庭用電

化製品（

特定家庭

用機器廃

棄物を除

く。） 

若松区響

町一丁目

６２番地

の１３及

び１４ 

縦型一軸せん断式

油圧プレス式 

３６ｔ／２

４時間 

有限会

社ＫＡ

ＲＳの

施設 

許可

業者 

かん、び

ん、ペッ

トボトル

及び紙コ

ップ 

若松区響

町一丁目

６２番地

１９ 

アルミ缶の選別 

 高磁力回転ドラ

ム方式 

スチール缶の選別

吊り下げ磁石方

９６ｔ／２

４時間 

     式 

びん、ペットボト

ル及び紙コップの

手選別 

 直線ベルトコン

ベア式 

九州製 

紙株式

会社の

施設 

許可 

業者 

紙 八幡東区 

大字前田

２１４２

番地の１ 

パルパー １３５ｔ／

２４時間 

三菱マ

テリア

ル株式 

許可

業者 

焼却灰 八幡西区

洞南町１

番１号 

水洗設備 

ロータリーキルン

式焼成炉 

１２０ｔ／

２４時間 
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会社の 

施設 

北九州

アッシ

ュリサ

イクル

システ

ムズ株

式会社

の施設 

許可

業者 

ばいじん 戸畑区牧

山海岸２

番１及び

牧山五丁

目１９２

１番１ 

水洗設備 

ロータリーキルン

式乾燥炉 

１１６ｔ／

２４時間 

（２）持ち出し、収集運搬の方法等及び量 

  ア ごみ 

区分 収集

する

者 

収集区

域の範

囲 

収集

回数 

持ち出し及び

収集運搬の方

法 

収集運搬する量 処分の

方法 

家庭

ごみ 

市 市全域 週２

回 

ポリ袋ステー

ション方式に

より収集する

。排出者は、

収集日当日の

午前８時３０

分までに市長

が指定する袋

に入れて所定

の家庭ごみス

テーションに

持ち出す。 

※ふれあい収

集にあっては

、週１回戸別

収集する。排

出者は、収集

日当日の午前

８時３０分ま

１８０，０００ｔ 焼却 
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でに市長が指

定する袋に入

れて所定の場

所に持ち出す

。 

資源

化物

（か

ん及

びび

んに

限る

。） 

市 市全域 週１

回 

ポリ袋ステー

ション方式に

より収集する

。排出者は、

収集日当日の

午前８時３０

分までに市長

が指定する袋

に入れて所定

の資源化物ス

テーションに

持ち出す。 

８，２００ｔ 選別処

理の後

再資源

化 

   ※ふれあい収

集にあっては

、週１回戸別

収集する。排

出者は、収集

日当日の午前

８時３０分ま

でに市長が指

定する袋に入

れて所定の場

所に持ち出す

。 

資源

化物

（ペ

ット

ボト

市 市全域 週１

回 

ポリ袋ステー

ション方式に

より収集する

。排出者は、

収集日当日の

２，３００ｔ 選別処

理の後

再資源

化 
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ルに 

限る

。） 

   午前８時３０

分までに市長

が指定する袋

に入れて所定

の資源化物ス

   テーションに

持ち出す。 

※ふれあい収

集にあっては

、週１回戸別

収集する。排

出者は、収集

日当日の午前

８時３０分ま

でに市長が指

定する袋に入

れて所定の場

所に持ち出す

。 

資源

化物

（プ

ラス

チッ

ク製

容器

包装

に限

る。 

市 市全域 週１

回 

ポリ袋ステー

ション方式に

より収集する

。排出者は、

収集日当日の

午前８時３０

分までに市長

が指定する袋

に入れて所定

の資源化物ス

７，１００ｔ 選別処

理の後

再資源

化 

）    テーションに

持ち出す。 

※ふれあい収

集にあっては

、週１回戸別

23



収集する。排

出者は、収集

日当日の午前

８時３０分ま

でに市長が指

    定する袋に入

れて所定の場

所に持ち出す

。 

資源

化物

（紙

パッ

ク及

びト

レイ

に限 

市 市全域 随時 拠点回収方式

により収集す

る。排出者は

、回収拠点の

回収ボックス

に投入する。

２５０ｔ 選別処

理の後

再資源

化 

る。

） 

資源

化物

（小

物金

属に

限る

。） 

市 市全域 随時 拠点回収方式

により収集す

る。排出者は

、回収拠点の

回収ボックス

に投入する。

１２０ｔ 再資源

化 

資源

化物 

（水 

銀使

用廃

市 市全域 随時 拠点回収方式

により収集す

る。排出者は

、蛍光管又は

水銀使用廃製

８０ｔ 再資源

化 
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製品

に限

る。

） 

   品（蛍光管を

除く。）ごと

に設置する回

収拠点の回収

ボックスに投

    入等する。   

資源

化物

（小

型家

電に

限る

。） 

市 市全域 随時 拠点回収方式

により収集す

る。排出者は

、回収拠点の

回収ボックス

に投入する。

６ｔ 再資源

化 

粗大

ごみ

（特

定家

庭用

機器

廃棄

物を

除く

。） 

市 市全域 月１

回（

ただ

し、

引越

ごみ

につ

いて

は必

要に

応じ

てそ

の都

度、

馬島

及び

藍島

につ

いて

は年

６回

戸別収集方式

（馬島及び藍

島については

、ステーショ

ン方式）によ

り収集する。

（１）一般収

集にあって

は、排出者

は、一般収

集の処理手

数料に見合

った額の「

北九州市粗

大ごみ処理

手数料納付

券」に氏名

又は受付番

号を記入の

上、粗大ご

みに明確に

３，６００ｔ (1) 焼

 却 

(2) 破

砕し

、鉄

類を

回収

した

後焼

却 

(3) 小

型家

電の

一部

を選

別し

、再

資源

化 
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） 分かるよう

に貼付して

、粗大ごみ

受付センタ

ーで受け付

けた場所に

持ち出す。

（２）特別収

集にあって

は、排出者

は、特別収

集に見合っ

た額の「北

九州市粗大

ごみ処理手

数料納付券

」に氏名又

は受付番号

を記入の上

、粗大ごみ

に明確に分

かるように

貼付して、

粗大ごみ受

付センター

の指示に従

って、市に

引き渡す。

動物

の死

体 

市、

排出

者及

び許

可業

者 

市全域 必要

に応

じて

その

都度 

飛散流出しな

い方法 

６，０００個 焼却 
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その

他 

市 市全域 必要

に応

じて

その

都度 

飛散流出しな

い方法 

５，１００ｔ (1) 焼

却 

(2) か

ん、

びん

及び

ペッ

      トボ

トル

を選

別処

理の

後再

資源

化 

(3) 破

砕し

鉄類

を回

収し

た後

焼却

(4) 埋

立て

自己

搬入

ごみ

（特

定家

庭用

機器

廃棄

物並

びに

排出

者及

び許

可業

者 

市全域 必要

に応

じて

その

都度 

飛散流出しな

い方法 

１６１，０００ｔ (1) 焼

却 

(2) 破

砕し

、鉄

類を

回収

した

後焼

却 
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事業 (3) 埋

立て活動

に伴

って

排出

され

る資

源化

可能

な紙

くず

及び

木く

ずを

除く

。） 

許可

業者

処理

ごみ

（別

に定

める

処理

区域

で排

出さ

れる

可燃

性の

ごみ

に限

る。

） 

排出

者及

び許

可業

者 

別に定

める区

域 

必要

に応

じて

その

都度 

飛散流出しな

い方法 

４６０ｔ (1) 廃

木材

及び

せん

定枝

につ

いて

は、

チッ

プ化

によ

り再

資源

化 

(2) そ

の他

のも

のに
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つい

ては

、焼

却 

許可

業者

処理

ごみ

（廃

木材

及び

せん

定枝

に限 

排出

者及

び許

可業

者 

市全域 必要

に応

じて

その

都度 

飛散流出しな

い方法 

１３，２００ｔ 再資源

化 

る。 

） 

許可

業者

処理

ごみ

（紙

に限

る。

） 

市、

排出

者及

び許

可業

者 

市全域 必要

に応

じて

その

都度 

飛散流出しな

い方法 

３，４００ｔ 再資源

化 

許可

業者

処理

ごみ

（食

品廃

棄物 

に限

る。

） 

許可

業者 

市全域 必要

に応

じて

その

都度 

飛散流出しな

い方法 

１，２００ｔ 再資源

化 
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   注１ 家庭ごみの持ち出しに使用する市長が指定する袋 

区分 材質 容量 色、文字等 製造者

大袋 高密度

ポリエ

チレン 

４５Ｌ 無色半透明 

北九州市家庭ごみ用指定袋（大

）その他市長が指定する文字等 

市 

中袋 高密度 ３０Ｌ 無色半透明 市 

 ポリエ

チレン 

 北九州市家庭ごみ用指定袋（中

）その他市長が指定する文字等 

小袋 高密度 ２０Ｌ 無色半透明 市 

ポリエ

チレン 

 北九州市家庭ごみ用指定袋（小

）その他市長が指定する文字等 

特小袋 高密度

ポリエ

チレン 

１０Ｌ 無色半透明 

北九州市家庭ごみ用指定袋（特

小）その他市長が指定する文字 

等 

市 

   注２ 資源化物（市長が別に定めたものを除く。）の持ち出しに使用す

る市長が指定する袋 

区分 材質 容量 色、文字等 製造者

かん・

びん用 

高密度

ポリエ

チレン 

２５Ｌ 無色半透明 

北九州市かん・びん用指定袋そ

の他市長が指定する文字等 

市 

ペット

ボトル

用（大 

高密度

ポリエ

チレン 

４５Ｌ 無色半透明 

北九州市ペットボトル用指定袋

（大）その他市長が指定する文 

市 

袋）   字等  

ペット

ボトル

用（小

袋） 

高密度

ポリエ

チレン 

２５Ｌ 無色半透明北九州市ペットボト

ル用指定袋（小）その他市長が

指定する文字等 

市 

プラス

チック

製容器

包装用

（大袋

高密度

ポリエ

チレン 

４５Ｌ 無色半透明 

北九州市プラスチック製容器包

装用指定袋（大）その他市長が

指定する文字等 

市 
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） 

プラス

チック

製容器

包装用

（小袋

） 

高密度

ポリエ

チレン 

２５Ｌ 無色半透明 

北九州市プラスチック製容器包

装用指定袋（小）その他市長が

指定する文字等 

市 

   注３ 家庭ごみ及び資源化物（かん、びん、ペットボトル及びプラスチ

ック製容器包装に限る。）の町ごとの収集曜日は、別表のとおりとす

る。ただし、年末年始（１２月２９日から１月３日まで）の収集日に

ついては、排出者に別途周知する。 

注４ ふれあい収集の対象者 

     家庭から出るごみ及び資源化物を自ら又は親族、地域住民、ボラン

ティア等の協力により、ステーションに持ち出すことが困難な者で

、次の各号のいずれかで構成される世帯 

    （１）介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２７条の規定による

要介護認定において、要介護認定等に係る介護認定審査会による

審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令第４８

号）第１条第１項に規定する要介護２以上に該当すると認められ

た者 

    （２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第５条に規定する障害福祉サービ

スの受給認定を受けている者 

   注５ 粗大ごみの一般収集及び特別収集の区分 

区分 説明 

一般収集 粗大ごみ受付センターで受け付けた場所に持ち出された

粗大ごみを収集すること。 

特別収集 次項の表に掲げる者で構成される世帯に属する者の求め 

 に応じ、当該世帯の住居から粗大ごみを収集すること。 

   注６ 粗大ごみの特別収集の対象者 

区分 対象者 

高齢者 満６５歳以上の者 

身体障害者 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条

に規定する身体障害者 
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知的障害者 児童相談所又は障害福祉センターにおいて知的障害者と

の判定を受けている者 

精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第５条に規定する精神障害者 

傷病者 傷病又は疾病のため、一時的に体力の低下している者 

妊産婦 妊婦又は産後８週間の期間にある者 

年少者 満１６歳未満の者 

その他 その他体力の面から粗大ごみの持ち出しが困難と市長が 

 認める者 

   注７ 粗大ごみの特別収集の対象とならない物 

    （１）人手（３人）により持ち出すことができない物 

    （２）取外し作業、解体作業その他特別な作業を行わなければ、持ち

出すことができない物 

   注８ 収集運搬業については、現状の体制で市内で発生する一般廃棄物

を収集運搬する能力が充足しているため、基本的に新規の許可は行

わない。ただし、能力が不足する場合は、この限りではない。 

   注９ 許可業者処理ごみ（紙に限る。）において、市が収集する物 

    （１）市立小学校及び市立中学校から排出される紙パック 

    （２）市立幼稚園、市立小学校、市立中学校及び特別支援学校から排

出される機密古紙 

  イ し尿・浄化槽汚泥 

   （ア）収集運搬及び処分の方法及び量 

区分 収集 

する

者 

収集区 

域の範

囲 

収集 

回数 

収集

運搬 

の方

法 

収集運搬する

量 

処分の方法 

市収

集し

尿 

市 市全域 おお

むね

２０

日に

１回 

バキ

ュー

ム車

によ

る。 

７，０００ｋ

ｌ 

中継施設へ投入

後、浄化センタ

ーへ圧送し、消

化処理 

自己

搬入

し尿 

排出

者 

市全域 必要

に応

じて

バキ

ュー

ム車

９，０００ｋ

ｌ 

中継施設へ投入

後、浄化センタ

ーへ圧送し、消
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その

都度 

によ 化処理 

る。 

浄化 

槽汚

泥 

許可 

業者 

市全域 必要

に応

じて

その

都度 

バキ

ュー 

２０，０００

ｋｌ 

中継施設へ投入

後、浄化センタ

ーへ圧送し、消

化処理 

ム車

によ

る。 

  注 浄化槽汚泥のうち馬島及び藍島から排出されるものについては

、市及び許可業者が収集する。 

   （イ）中継施設の概要 

施設名 所在地 浄化センターへの圧

送能力 

西港し尿圧送所 小倉北区西港町２４番地 ２５０ｋｌ／日 

皇后崎し尿投入所 八幡西区夕原町２番４号 ５００ｋｌ／日 

 （３）中間処理 

  ア 処理施設の概要 

施設名 処理す

る者 

処理

区分 

所在地 処理方式 処理能力 

日明工

場（粗

大ごみ

資源化

センタ

ー） 

市 破砕 小倉北区西

港町９６番

地の２ 

横型回転式及び

せん断式 

横型回転式 

１５０ｔ／５

時間 

せん断式 

５０ｔ／５時

間 

新門司

工場 

市 焼却 門司区新門

司三丁目７

９番地 

シャフト炉式ガ

ス化溶融炉 

７２０ｔ／２

４時間 

日明工

場 

市 焼却 小倉北区西

港町９６番

地の２ 

連続燃焼式 ６００ｔ／２

４時間 

皇后崎

工場 

市 焼却 八幡西区夕

原町２番１

号 

連続燃焼式 ８１０ｔ／２

４時間 
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株式会

社新菱

の施設 

許可業

者 

焼却 八幡西区黒

崎城石１番

１号 

ロータリーキル

ン方式 

６０ｔ／２４

時間 

光和精

鉱株式

会社の

施設 

許可業

者 

焼却 戸畑区大字

中原４６番

９３ 

ロータリーキル

ン方式 

廃プラスチッ

ク類 

６４．４ｔ／

２４時間 

紙くず 

１１２ｔ／２

４時間 

木くず 

１２８ｔ／２

４時間 

繊維くず 

１１２ｔ／２

４時間

新門司

工場 

市 選別 門司区新門

司三丁目７

９番地 

ストックヤード 

日明か

んびん

資源化

センタ

ー 

市 選別 小倉北区西

港町９６番

地の２ 

アルミ缶の選別 

永久磁石回転

プーリー式 

スチール缶の選

別 

 クロスベルト

角型電磁式 

びん及びペット

ボトルの手選別 

 直線ベルトコ

ンベア式 

５２．５ｔ 

／５時間 

紙パック及びトレイの選別 

ストックヤード 
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本城か

んびん

資源化

センタ

ー 

市 選別 八幡西区洞

北町７番１

０号 

アルミ缶の選別 

 永久磁石回転

プーリー式 

スチール缶の選

別 

電磁永磁併用

吊り下げ方式 

びん及びペット

ボトルの手選別 

 直線ベルトコ

ンベア式 

６３ｔ／５時

間 

紙パック及びトレイの選別 

ストックヤード 

北九州

市プラ

スチッ

ク資源

化セン

ター 

市 選別 小倉北区西

港町８６番

１３号 

揺動式ふるい 

直線ベルトコ

ンベア式 

６０ｔ／１２

時間 

  イ 処理する量 

   （ア）ごみ 

    ａ 破砕 

区分 処理する量 

市収集ごみ ２，６００ｔ 

自己搬入ごみ ８，６００ｔ 

計 １１，２００ｔ 

     注 市収集ごみは、粗大ごみ及びその他 

     備考 上記以外に直方市の粗大ごみを搬入する。 

    ｂ 焼却 

区分 処理する量 

市収集ごみ １８９，０００ｔ 

自己搬入ごみ １５０，０００ｔ 

計 ３３９，０００ｔ 
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許可業者処理ごみ ５００ｔ 

動物の死体 ６，０００個 

     注 破砕後の残さを含む。市収集ごみは、家庭ごみ、資源化物、粗

大ごみ及びその他 

     備考 上記以外に直方市、行橋市、みやこ町、中間市、芦屋町、水

巻町、岡垣町及び遠賀町の可燃ごみを搬入する。また、平成２９

年７月九州北部豪雨の災害廃棄物について、発生元の地方公共団

体から北九州市に処理の要請があり、北九州市又は許可業者の施

設で処理が可能であると判断できる場合は当該廃棄物を処理する

。 

    ｃ 選別 

区分 処理する量 

市収集資源化物 １７，８５０ｔ 

     備考 上記以外に直方市の資源化物（ペットボトル及びプラスチッ

ク製容器包装）を搬入する。 

    （イ）し尿 

区分 処理する量 

市収集し尿 ７，０００ｋｌ 

自己搬入し尿 ９，０００ｋｌ 

計 １６，０００ｋｌ 

     注 全量を浄化センターで消化処理する。 

  （４）最終処分 

   ア 埋立処分 

    （ア）処分場の概要 

処分場名 響灘西地区廃棄物処分場 

処理する者 市 

所在地 若松区響町三丁目地先 

埋立面積 ３７１，１５０ｍ２

全体容量 ４，５７１，０００ｍ３

埋立区域 ２区画 

埋立方法 浮桟橋等による埋立て整地 

    （イ）処分する量 

区分 処理する量 

市収集ごみ ２，９００ｔ 
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自己搬入ごみ ２，２００ｔ 

焼却灰 ６０，０００ｔ 

計 ６５，１００ｔ 
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別表 町ごとの収集曜日

区 町名 家庭ごみ プラスチック

製容器包装 

門司区 老松町、花月園、上本町、大字吉志（一部）、吉志一丁目（一

部）、吉志四丁目、吉志五丁目、吉志六丁目、吉志七丁目、吉

志新町一丁目、吉志新町二丁目、吉志新町三丁目、旧門司一丁

目、旧門司二丁目、清滝三丁目、清滝四丁目、清滝五丁目、清

見一丁目、清見二丁目、清見三丁目、清見四丁目、清見佐夜町

（一部）、大字黒川（一部）、栄町、庄司町、谷町一丁目、谷

町二丁目、長谷一丁目、長谷二丁目、鳴竹一丁目（一部）、西

海岸一丁目、西海岸二丁目、西海岸三丁目、錦町、大字畑（一

部）、畑田町、浜町、東本町一丁目、東本町二丁目、東港町、

東門司一丁目、東門司二丁目、法師庵、本町、丸山一丁目、丸

山二丁目（一部）、丸山三丁目、丸山四丁目、港町及び大字門

司 

月曜日及び木

曜日 

火曜日 

 青葉台、泉ケ丘、稲積一丁目、稲積二丁目、梅ノ木町、上藤松

一丁目、上藤松二丁目、上藤松三丁目、上馬寄一丁目、上馬寄

二丁目、上馬寄三丁目、黄金町、小松町、下二十町、下馬寄、

社ノ木一丁目、社ノ木二丁目、新原町、大字大里（一部）、大

里新町、大里戸ノ上一丁目、大里原町、大里東一丁目、大里東

口、大里本町一丁目、大里本町二丁目、大里本町三丁目、大里

桃山町、高田一丁目、高田二丁目、中町、西新町一丁目、西新

町二丁目、原町別院、東新町一丁目、東新町二丁目、東馬寄、

光町一丁目、光町二丁目、藤松一丁目、藤松二丁目、藤松三丁

目、不老町一丁目、不老町二丁目、別院、松原一丁目、松原二

丁目、松原三丁目、緑ケ丘、桃山台、柳原町、柳町一丁目、柳

町二丁目、柳町三丁目及び柳町四丁目 

火曜日及び金

曜日 

月曜日 

 大字伊川、大字今津、大久保一丁目、大久保二丁目、大久保三

丁目、大字大積、奥田一丁目、奥田二丁目、奥田三丁目、奥田

四丁目、奥田五丁目、風師一丁目、風師二丁目、風師三丁目、

風師四丁目、春日町、片上海岸、片上町、上二十町、大字吉志

（一部）、吉志一丁目（一部）、吉志二丁目、吉志三丁目、北

川町、大字喜多久、清滝一丁目、清見佐夜町（一部）、葛葉一

丁目、葛葉二丁目、葛葉三丁目、大字黒川（一部）、黒川西一

丁目、黒川西二丁目、黒川西三丁目、黒川東一丁目、黒川東二

丁目、小森江一丁目、小森江二丁目、小森江三丁目、大字猿喰、

寺内一丁目、寺内二丁目、寺内三丁目、寺内四丁目、寺内五丁

目、大字白野江、白野江一丁目、白野江二丁目、白野江三丁目、

白野江四丁目、城山町、新開、新門司一丁目、新門司二丁目、 

 木曜日 
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 新門司三丁目、新門司北一丁目、新門司北二丁目、新門司北三

丁目、瀬戸町、大字大里（一部）、大里桜ケ丘、大里戸ノ上二

丁目、大里戸ノ上三丁目、大里戸ノ上四丁目、大里東二丁目、

大里東三丁目、大里東四丁目、大里東五丁目、大里元町、高砂

町、太刀浦海岸、大字田野浦、田野浦一丁目、田野浦二丁目、

田野浦三丁目、田野浦海岸、大字恒見、恒見町、永黒一丁目、

永黒二丁目、中二十町、鳴竹一丁目（一部）、鳴竹二丁目、大

字畑（一部）、羽山一丁目、羽山二丁目、大字柄杓田、柄杓田

町、広石一丁目、広石二丁目、二タ松町、松崎町、丸山二丁目

（一部）、丸山吉野町、南本町、元清滝及び矢筈町 

小倉北区 青葉一丁目、青葉二丁目、足原一丁目、足原二丁目、愛宕一丁

目、愛宕二丁目、泉台一丁目、泉台二丁目、泉台三丁目、泉台

四丁目、板櫃町、鋳物師町、金田三丁目、上到津二丁目（一部）、

木町二丁目、木町三丁目、清水一丁目、清水二丁目、清水三丁

目、清水四丁目、清水五丁目、霧ケ丘一丁目、霧ケ丘二丁目、

霧ケ丘三丁目、金鶏町、熊本一丁目、熊本二丁目、熊本三丁目、

熊本四丁目、黒原一丁目、黒原二丁目、黒原三丁目、黄金二丁

目、菜園場一丁目、菜園場二丁目、皿山町、篠崎一丁目（一部）、

下到津一丁目、下到津四丁目、下到津五丁目、白銀二丁目、新

高田一丁目、新高田二丁目、高尾一丁目、竪林町、中井口（一

部）、西港町（一部）、日明一丁目、日明二丁目、日明三丁目、

日明四丁目、日明五丁目、東篠崎一丁目（一部）、東篠崎三丁

目、東港一丁目、東港二丁目、平松町、弁天町、真鶴一丁目、

真鶴二丁目、緑ケ丘一丁目、緑ケ丘二丁目及び緑ケ丘三丁目 

月曜日及び木

曜日 

火曜日 

 赤坂一丁目、赤坂二丁目、赤坂三丁目、赤坂四丁目、赤坂五丁

目、大字足原、足立一丁目、足立二丁目、足立三丁目、大田町、

大手町、大畠一丁目、大畠二丁目、大畠三丁目、金田一丁目、

金田二丁目、上富野一丁目、上富野二丁目、上富野三丁目、上

富野四丁目、上富野五丁目、香春口一丁目、神岳一丁目、神岳

二丁目、貴船町、木町一丁目、木町四丁目、黄金一丁目、小文

字一丁目、小文字二丁目、山門町、下富野一丁目、下富野二丁

目、下富野三丁目、下富野四丁目、下富野五丁目、寿山町、城

内、昭和町、白銀一丁目、神幸町、末広一丁目、末広二丁目、

須賀町、砂津一丁目、砂津二丁目、砂津三丁目、大門一丁目、

大門二丁目、高浜一丁目、高浜二丁目、竪町一丁目、竪町二丁

目、田町、常盤町、大字富野、富野台、中島一丁目、中島二丁

目、長浜町、馬借一丁目（一部）、馬借二丁目（一部）、原町

一丁目、原町二丁目、妙見町、室町一丁目、室町二丁目、室町

三丁目及び吉野町 

 金曜日 
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 浅野一丁目、浅野二丁目、浅野三丁目、朝日ケ丘、井堀一丁目、

井堀二丁目、井堀三丁目、井堀四丁目、井堀五丁目、魚町一丁

目、魚町二丁目、魚町三丁目、魚町四丁目、宇佐町一丁目、宇

佐町二丁目、江南町、鍛冶町一丁目、鍛冶町二丁目、片野一丁

目、片野二丁目、片野三丁目、片野四丁目、片野五丁目、上到

津一丁目、上到津二丁目（一部）、上到津三丁目、上到津四丁

目、香春口二丁目、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、京

町四丁目、米町一丁目、米町二丁目、紺屋町、堺町一丁目、堺

町二丁目、三郎丸三丁目、下到津二丁目、下到津三丁目、白萩

町、親和町、船頭町、船場町、高見台、高峰町、中井一丁目、

中井二丁目、中井三丁目、中井四丁目、中井五丁目、中井口（一

部）、中井浜、中津口一丁目、中津口二丁目、西港町（一部）、

萩崎町、馬借一丁目（一部）、馬借二丁目（一部）、馬借三丁

目、古船場町、三萩野一丁目、三萩野二丁目、三萩野三丁目、

都一丁目、都二丁目及び明和町 

火曜日及び金

曜日 

月曜日 

 今町一丁目、今町二丁目、今町三丁目、片野新町一丁目、片野

新町二丁目、片野新町三丁目、熊谷一丁目、熊谷二丁目、熊谷

三丁目、熊谷四丁目、熊谷五丁目、黒住町、三郎丸一丁目、三

郎丸二丁目、重住三丁目、篠崎一丁目（一部）、篠崎二丁目、

篠崎三丁目、篠崎四丁目、篠崎五丁目、城野団地、高尾二丁目、

高坊一丁目、高坊二丁目、東篠崎一丁目（一部）、東篠崎二丁

目、東城野町、南丘一丁目、南丘二丁目、南丘三丁目及び若富

士町 

 木曜日 

小倉南区 安部山、上葛原一丁目、上葛原二丁目、上吉田一丁目、上吉田

二丁目、上吉田三丁目、上吉田四丁目、上吉田五丁目、上吉田

六丁目、葛原一丁目、葛原二丁目、葛原三丁目、葛原四丁目、

葛原五丁目、葛原高松一丁目、葛原高松二丁目、葛原本町一丁

目（一部）、葛原本町二丁目、葛原本町三丁目、葛原本町四丁

目、葛原本町五丁目、重住一丁目、重住二丁目、下城野一丁目、

下城野二丁目、下城野三丁目（一部）、城野一丁目、城野二丁

目、城野三丁目、城野四丁目、中吉田一丁目、中吉田二丁目、

中吉田三丁目、中吉田四丁目、中吉田五丁目（一部）、中吉田

六丁目、西水町、蜷田若園一丁目、蜷田若園二丁目、蜷田若園

三丁目、沼新町一丁目、沼新町二丁目、沼新町三丁目、沼本町

一丁目、沼本町二丁目、沼本町三丁目、沼本町四丁目、沼緑町

一丁目、沼緑町二丁目、沼緑町三丁目、沼緑町四丁目、沼緑町

五丁目、八幡町、春ケ丘（一部）、東水町、富士見一丁目、富

士見二丁目、富士見三丁目、湯川一丁目、湯川二丁目、湯川三

丁目、湯川四丁目、湯川五丁目、湯川新町一丁目、湯川新町二

丁目、湯川新町三丁目、湯川新町四丁目、大字吉田、吉田にれ

の木坂一丁目、吉田にれの木坂二丁目、若園一丁目、若園二丁

月曜日及び木

曜日 

火曜日 
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 目、若園三丁目、若園四丁目及び若園五丁目

 石田町、石田南一丁目、石田南二丁目、石田南三丁目、大字石

原町、大字市丸、大字井手浦、大字合馬、大字長行（一部）、

大字頂吉、隠蓑、大字隠蓑、上石田一丁目、上石田二丁目、上

石田三丁目、上石田四丁目、上曽根一丁目、上曽根二丁目、上

曽根三丁目、上曽根四丁目、上曽根五丁目、上曽根新町、上貫

一丁目、上貫二丁目、上貫三丁目、企救丘一丁目、企救丘二丁

目、企救丘三丁目、企救丘四丁目（一部）、大字木下、大字朽

網、朽網西一丁目、朽網西二丁目、朽網西三丁目、朽網西四丁

目、朽網西五丁目、朽網西六丁目、朽網東一丁目、朽網東二丁

目、朽網東三丁目、朽網東四丁目、朽網東五丁目、朽網東六丁

目、葛原東一丁目、葛原東二丁目、葛原東三丁目、葛原東四丁

目、葛原東五丁目、葛原東六丁目、葛原本町一丁目（一部）、

葛原本町六丁目、葛原元町一丁目、葛原元町二丁目、葛原元町

三丁目、大字小森、大字志井（一部）、下石田一丁目、下石田

二丁目、下石田三丁目、下曽根一丁目、下曽根二丁目、下曽根

三丁目、下曽根四丁目、下曽根新町、下貫一丁目、下貫二丁目、

下貫三丁目、下貫四丁目、新曽根、大字新道寺、大字曽根、曽

根北町、大字曽根新田、曽根新田北一丁目、曽根新田北二丁目、

曽根新田北三丁目、曽根新田北四丁目、曽根新田北五丁目、曽

根新田北六丁目、曽根新田北七丁目、曽根新田南一丁目、曽根

新田南二丁目、曽根新田南三丁目、曽根新田南四丁目、大字高

津尾、大字田代、田原一丁目、田原二丁目、田原三丁目、田原

四丁目、田原五丁目、田原新町一丁目、田原新町二丁目、田原

新町三丁目、大字辻三、津田一丁目、津田二丁目、津田三丁目、

津田四丁目、津田五丁目、津田新町一丁目、津田新町二丁目、

津田新町三丁目、津田新町四丁目、津田南町、大字道原、大字

徳吉、徳吉南一丁目、徳吉南二丁目、徳吉南三丁目（一部）、

徳吉南四丁目、中曽根一丁目、中曽根二丁目、中曽根三丁目、

中曽根四丁目、中曽根五丁目、中曽根六丁目、中曽根新町、中

曽根東一丁目、中曽根東二丁目、中曽根東三丁目、中曽根東四

丁目、中曽根東五丁目、中曽根東六丁目、中貫一丁目、中貫二

丁目、中貫本町、大字長野、長野一丁目、長野二丁目、長野三

丁目、長野東町、長野本町一丁目、長野本町二丁目、長野本町

三丁目、長野本町四丁目、西貫一丁目、西貫二丁目、大字貫、

貫弥生が丘一丁目、貫弥生が丘二丁目、貫弥生が丘三丁目、貫

弥生が丘四丁目、沼南町一丁目、沼南町二丁目、沼南町三丁目、

葉山町一丁目（一部）、大字春吉、東貫一丁目、東貫二丁目、

東貫三丁目、平尾台一丁目、平尾台二丁目、平尾台三丁目、舞

ケ丘一丁目、舞ケ丘二丁目、舞ケ丘三丁目、舞ケ丘四丁目、舞

ケ丘五丁目、舞ケ丘六丁目、南若園町、大字母原、八重洲町、 

 金曜日 
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 山手三丁目、大字山本、大字横代、横代北町一丁目、横代北町

二丁目、横代北町三丁目、横代北町四丁目、横代北町五丁目、

横代葉山、横代東町一丁目、横代東町二丁目、横代東町三丁目、

横代東町四丁目、横代東町五丁目、横代南町一丁目、横代南町

二丁目、横代南町三丁目、横代南町四丁目、横代南町五丁目及

び大字呼野 

 大字石田、大字長行（一部）、長行西一丁目、長行西二丁目、

長行西三丁目、長行西四丁目、長行西五丁目、長行東一丁目、

長行東二丁目、長行東三丁目、蒲生一丁目、蒲生二丁目、蒲生

三丁目、蒲生四丁目、蒲生五丁目、大字志井（一部）、志井一

丁目、志井二丁目、志井三丁目、志井四丁目、志井五丁目、志

井六丁目、志井公園、志井鷹羽台、下南方一丁目、下南方二丁

目、高野一丁目、高野二丁目、高野三丁目、高野四丁目、高野

五丁目、高野六丁目、徳吉西一丁目、徳吉西二丁目、徳吉西三

丁目、徳吉東一丁目、徳吉東二丁目、徳吉東三丁目、徳吉東四

丁目、徳吉東五丁目、徳吉南三丁目（一部）、徳力一丁目、徳

力二丁目、徳力三丁目、徳力四丁目、徳力五丁目、徳力六丁目、

徳力七丁目、徳力新町一丁目、徳力新町二丁目、徳力団地、長

尾一丁目、長尾二丁目、長尾三丁目、長尾四丁目、長尾五丁目、

長尾六丁目、大字堀越、大字南方、南方一丁目、南方二丁目、

南方三丁目、南方四丁目及び南方五丁目 

火曜日及び金

曜日 

月曜日 

 企救丘四丁目（一部）、企救丘五丁目、企救丘六丁目、北方一

丁目、北方二丁目、北方三丁目、北方四丁目、北方五丁目、志

徳一丁目、志徳二丁目、下城野三丁目（一部）、下吉田一丁目、

下吉田二丁目、下吉田三丁目、下吉田四丁目、星和台一丁目、

星和台二丁目、中吉田五丁目（一部）、葉山町一丁目（一部）、

葉山町二丁目、葉山町三丁目、春ケ丘（一部）、日の出町一丁

目、日の出町二丁目、守恒一丁目、守恒二丁目、守恒三丁目、

守恒四丁目、守恒五丁目、守恒本町一丁目、守恒本町二丁目、

守恒本町三丁目、山手一丁目及び山手二丁目 

 木曜日 

若松区 老松一丁目、老松二丁目、大井戸町（一部）、北浜一丁目、北

浜二丁目、北湊町（一部）、桜町、高須東一丁目、高須東二丁

目、高須東三丁目、高須東四丁目、高須南一丁目、高須南二丁

目、高須南三丁目、高須南四丁目、高須南五丁目、中川町、西

園町（一部）、白山一丁目（一部）、浜町一丁目、浜町二丁目、

浜町三丁目、本町一丁目、本町二丁目及び本町三丁目 

月曜日及び木

曜日 

火曜日 

 赤崎町（一部）、栄盛川町（一部）、上原町（一部）、北湊町

（一部）、響南町、小石本村町（一部）、下原町（一部）、高

須西二丁目（一部）、波打町、西小石町、原町、東小石町、深

町一丁目（一部）及び深町二丁目（一部） 

 金曜日 
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 青葉台西一丁目、青葉台西二丁目、青葉台西三丁目、青葉台西 

四丁目、青葉台西五丁目、青葉台西六丁目、青葉台東一丁目、

青葉台東二丁目、青葉台南一丁目、青葉台南二丁目、青葉台南

三丁目、赤崎町（一部）、大字蜑住、大字有毛、大字安瀬、大

字安屋、大字大鳥居、大字小竹、大字乙丸、上原町（一部）、

鴨生田一丁目、鴨生田二丁目、鴨生田三丁目、鴨生田四丁目、

大字小石、小石本村町（一部）、小糸町、大字小敷、小敷ひび

きの二丁目、小敷ひびきの三丁目、迫田町、大字塩屋、塩屋二

丁目、塩屋三丁目、下原町（一部）、大字高須、高須北一丁目、

高須北二丁目、高須北三丁目、高須西一丁目、高須西二丁目（一

部）、大字竹並、棚田町、大字頓田、中畑町、大字畠田、畠田

三丁目、花野路一丁目、花野路二丁目、花野路三丁目、大字払

川、ひびきの、ひびきの南一丁目、ひびきの南二丁目、響町一

丁目及び宮前町 

火曜日及び金

曜日 

月曜日 

 赤岩町、赤島町、今光一丁目、今光二丁目、今光三丁目、栄盛

川町（一部）、大池町、大井戸町（一部）、大谷町、片山一丁

目、片山二丁目、片山三丁目、上原町（一部）、くきのうみ中

央、久岐の浜、新大谷町、大字修多羅、修多羅一丁目、修多羅

二丁目、修多羅三丁目、童子丸一丁目、童子丸二丁目、西園町

（一部）、西天神町、西畑町、白山一丁目（一部）、白山二丁

目、白山三丁目、畠田一丁目、畠田二丁目、畑谷町、東畑町、

東二島一丁目、東二島二丁目、東二島三丁目、東二島四丁目、

東二島五丁目、深町一丁目（一部）、深町二丁目（一部）、藤

ノ木一丁目、藤ノ木二丁目、藤ノ木三丁目、大字二島、二島一

丁目、二島二丁目、二島三丁目、二島四丁目、二島五丁目、二

島六丁目、古前一丁目、古前二丁目、南二島一丁目、南二島二

丁目、南二島四丁目、宮丸一丁目、宮丸二丁目、山手町、山ノ

堂町、百合野町、用勺町及び和田町 

 木曜日 

八幡東区 河内一丁目、河内二丁目、河内三丁目及び田代町 月曜日及び木

曜日 

金曜日 

大字尾倉、尾倉一丁目、尾倉二丁目、尾倉三丁目、神山町、祇

園一丁目、祇園二丁目、祇園三丁目、祇園四丁目、祇園原町、

清田一丁目（一部）、清田二丁目、清田三丁目、清田四丁目、

大字小熊野、山路一丁目（一部）、山路松尾町、昭和三丁目、

槻田一丁目、槻田二丁目、天神町、西台良町、西本町一丁目、

西本町二丁目、西本町三丁目、西本町四丁目、花尾町、春の町

一丁目、春の町二丁目、春の町三丁目、春の町四丁目、春の町

五丁目、東台良町、平野三丁目、帆柱一丁目、帆柱二丁目、帆

柱三丁目、帆柱四丁目、帆柱五丁目、前田一丁目、前田二丁目、

前田三丁目、松尾町、桃園一丁目、桃園二丁目、桃園三丁目及

び桃園四丁目 

火曜日及び金

曜日 

月曜日 
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 荒手一丁目、荒手二丁目、荒生田一丁目、荒生田二丁目、荒生

田三丁目、石坪町、猪倉町、祝町一丁目、祝町二丁目、枝光一

丁目、枝光二丁目、枝光三丁目、枝光四丁目、枝光五丁目、枝

光本町、大字大蔵、大蔵一丁目、大蔵二丁目、大蔵三丁目、大

谷一丁目、大谷二丁目、大平町、大宮町、勝山一丁目、勝山二

丁目、上本町一丁目、上本町二丁目、川淵町、清田一丁目（一

部）、景勝町、山路一丁目（一部）、山路二丁目、山王一丁目、

山王二丁目、山王三丁目、山王四丁目、昭和一丁目、昭和二丁

目、白川町、末広町、諏訪一丁目、諏訪二丁目、高見一丁目、

高見二丁目、高見三丁目、高見四丁目、高見五丁目、竹下町、

茶屋町、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中尾一丁目、

中尾二丁目、中尾三丁目、中畑一丁目、中畑二丁目、西丸山町、

羽衣町、八王寺町、東田二丁目、東田三丁目、東鉄町、東丸山

町、東山一丁目、東山二丁目、日の出一丁目、日の出二丁目、

日の出三丁目、藤見町、宮田町、宮の町一丁目、宮の町二丁目

及び豊町 

 木曜日 

八幡西区 相生町、青山一丁目、青山二丁目、青山三丁目、穴生一丁目、

穴生二丁目、穴生三丁目、穴生四丁目、大字市瀬、市瀬一丁目、

市瀬二丁目、市瀬三丁目、大畑町、岡田町、御開一丁目、御開

二丁目、御開三丁目、御開四丁目、御開五丁目、大字上上津役、

上上津役一丁目、上上津役二丁目、上上津役三丁目、上上津役

四丁目、上上津役五丁目、上上津役六丁目、岸の浦一丁目、岸

の浦二丁目、貴船台、京良城町、熊西一丁目、熊西二丁目、皇

后崎町、河桃町、紅梅三丁目、紅梅四丁目、小鷺田町、大字小

嶺、小嶺二丁目（一部）、小嶺三丁目、幸神一丁目、幸神二丁

目、幸神三丁目、幸神四丁目、桜ケ丘町、陣原一丁目、陣原二

丁目、陣原三丁目、陣原四丁目、陣原五丁目、陣山一丁目（一

部）、陣山二丁目（一部）、陣山三丁目、瀬板一丁目、瀬板二

丁目、清納一丁目、清納二丁目、星和町、鷹の巣一丁目、鷹の

巣二丁目、鷹の巣三丁目、竹末一丁目、竹末二丁目、茶売町、

千代ケ崎一丁目、千代ケ崎二丁目、千代ケ崎三丁目、筒井町、

鉄王一丁目、鉄王二丁目、鉄竜一丁目、鉄竜二丁目、洞北町、

中須一丁目、鳴水町、西王子町、西川頭町、西神原町、西鳴水

一丁目、西鳴水二丁目、西曲里町、萩原一丁目、萩原二丁目、

萩原三丁目、東王子町、東川頭町、東神原町、東鳴水一丁目、

東鳴水二丁目、東鳴水三丁目、東鳴水四丁目、東鳴水五丁目、

東曲里町、引野一丁目、引野二丁目、引野三丁目、樋口町、平

尾町、別所町、別当町、本城一丁目、本城三丁目、本城四丁目、

本城五丁目、本城東一丁目、本城東二丁目、本城東三丁目、本

城東四丁目、本城東五丁目、本城東六丁目、町上津役東一丁目、 

月曜日及び木

曜日 

火曜日 
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 町上津役東二丁目、町上津役東三丁目、南王子町、南八千代町、

元城町、山寺町、夕原町、力丸町（一部）、割子川一丁目及び

割子川二丁目 

 大字浅川、浅川一丁目、浅川二丁目、浅川学園台一丁目、浅川

学園台二丁目、浅川学園台三丁目、浅川学園台四丁目、浅川台

一丁目、浅川台二丁目、浅川台三丁目、浅川日の峯一丁目、浅

川日の峯二丁目、浅川日の峯三丁目、浅川日の峯四丁目、浅川

町、大字穴生、泉ケ浦一丁目、泉ケ浦二丁目、泉ケ浦三丁目、

医生ケ丘、上の原一丁目、上の原二丁目、上の原三丁目、上の

原四丁目、大字永犬丸、永犬丸一丁目、永犬丸二丁目、永犬丸

三丁目、永犬丸四丁目、永犬丸五丁目、永犬丸西町一丁目、永

犬丸西町二丁目、永犬丸西町三丁目、永犬丸西町四丁目、永犬

丸東町一丁目、永犬丸東町二丁目、永犬丸東町三丁目、永犬丸

南町一丁目、永犬丸南町二丁目、永犬丸南町三丁目、永犬丸南

町四丁目、永犬丸南町五丁目、大浦一丁目、大浦二丁目、大浦

三丁目、大平一丁目、大平二丁目（一部）、大平台、沖田一丁

目、沖田二丁目、沖田三丁目、沖田四丁目、沖田五丁目、折尾

一丁目、折尾二丁目、折尾三丁目、折尾四丁目、折尾五丁目、

春日台一丁目、春日台二丁目、春日台三丁目、春日台四丁目、

春日台五丁目、春日台六丁目、北鷹見町、楠木一丁目、楠木二

丁目、光明一丁目、光明二丁目、さつき台一丁目、さつき台二

丁目、里中一丁目、里中二丁目、里中三丁目、三ケ森一丁目、

三ケ森二丁目、三ケ森三丁目、三ケ森四丁目、下上津役一丁目、

下上津役二丁目、下上津役三丁目、下上津役四丁目、下上津役

元町、自由ヶ丘、松寿山一丁目、松寿山二丁目、松寿山三丁目、

大膳一丁目、大膳二丁目、鷹見台一丁目、鷹見台二丁目、鷹見

台三丁目、鷹見台四丁目、東筑一丁目、東筑二丁目、塔野一丁

目、塔野二丁目、塔野三丁目、友田一丁目、友田二丁目、友田

三丁目、長崎町、中須二丁目、中の原一丁目、中の原二丁目、

中の原三丁目、西折尾町、大字則松、則松一丁目、則松二丁目、

則松三丁目、則松四丁目、則松五丁目、則松六丁目、則松七丁

目、則松東一丁目、則松東二丁目、東折尾町、日吉台一丁目、

日吉台二丁目、日吉台三丁目、藤原一丁目、藤原二丁目、藤原

三丁目、藤原四丁目、船越一丁目（一部）、北筑一丁目、北筑

二丁目、北筑三丁目、堀川町、大字本城（一部）、本城二丁目、

町上津役西一丁目、町上津役西二丁目、町上津役西三丁目（一

部）、町上津役西四丁目（一部）、的場町、丸尾町、三ツ頭一

丁目、三ツ頭二丁目、光貞台一丁目、光貞台二丁目、光貞台三

丁目、南鷹見町、美原町、美吉野町、森下町、八枝一丁目、八

枝二丁目、八枝三丁目、八枝四丁目、八枝五丁目、養福寺町、

力丸町（一部）、若葉一丁目、若葉二丁目及び若葉三丁目 

 金曜日 
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 池田一丁目、池田二丁目、池田三丁目、石坂一丁目、石坂二丁

目、石坂三丁目、岩崎一丁目、岩崎二丁目、岩崎三丁目、岩崎 

四丁目、大平二丁目（一部）、大平三丁目、香月中央一丁目、

香月中央二丁目、香月中央三丁目、香月中央四丁目、香月中央

五丁目、香月西一丁目、香月西二丁目、香月西三丁目、香月西

四丁目、上香月一丁目、上香月二丁目、上香月三丁目、上香月

四丁目、吉祥寺町、楠北一丁目、楠北二丁目、楠北三丁目、大

字楠橋、楠橋上方一丁目、楠橋上方二丁目、楠橋下方一丁目、

楠橋下方二丁目、楠橋下方三丁目、楠橋西一丁目、楠橋西二丁

目、楠橋西三丁目、楠橋東一丁目、楠橋東二丁目、楠橋南一丁

目、楠橋南二丁目、熊手一丁目、熊手二丁目、熊手三丁目、黒

崎一丁目、黒崎二丁目、黒崎三丁目、黒崎四丁目、黒崎五丁目、

黒崎城石、紅梅一丁目、紅梅二丁目、小嶺一丁目、小嶺二丁目

（一部）、小嶺台一丁目、小嶺台二丁目、小嶺台三丁目、小嶺

台四丁目、大字木屋瀬、木屋瀬一丁目、木屋瀬二丁目、木屋瀬

三丁目、木屋瀬四丁目、木屋瀬五丁目、下畑町（一部）、白岩

町、陣山一丁目（一部）、陣山二丁目（一部）、菅原町、高江

一丁目、高江二丁目、高江三丁目、高江四丁目、高江五丁目、

田町一丁目、田町二丁目、茶屋の原一丁目、茶屋の原二丁目、

茶屋の原三丁目、茶屋の原四丁目、千代一丁目、千代二丁目、

千代三丁目、千代四丁目、千代五丁目、築地町、馬場山、馬場

山西、馬場山原、馬場山緑、東石坂町、東浜町、藤田一丁目、

藤田二丁目、藤田三丁目、藤田四丁目、船越一丁目（一部）、

船越二丁目、船越三丁目、舟町、大字本城（一部）、本城学研

台一丁目、本城学研台二丁目、本城学研台三丁目、町上津役西

三丁目（一部）、町上津役西四丁目（一部）、真名子一丁目、

真名子二丁目、椋枝一丁目、椋枝二丁目、屋敷一丁目、屋敷二

丁目及び八千代町 

火曜日及び金

曜日 

月曜日 

 楠橋南三丁目、大字金剛、金剛一丁目、金剛二丁目、金剛三丁

目、金剛四丁目、大字笹田、下畑町（一部）、大字野面、野面

一丁目、野面二丁目、大字畑、馬場山東一丁目、馬場山東二丁

目、馬場山東三丁目、星ケ丘一丁目、星ケ丘二丁目、星ケ丘三

丁目、星ケ丘四丁目、星ケ丘五丁目、星ケ丘六丁目及び星ケ丘

七丁目 

 木曜日 

戸畑区 牧山一丁目、牧山二丁目、牧山三丁目、牧山四丁目、牧山海岸、

牧山新町、丸町一丁目、丸町二丁目及び丸町三丁目 

月曜日及び木

曜日 

火曜日 

 浅生一丁目、浅生二丁目（一部）、浅生三丁目、沖台一丁目、

沖台二丁目、観音寺町、椎ノ木町、正津町、新川町、菅原一丁

目、菅原二丁目、菅原三丁目、菅原四丁目、高峰一丁目、高峰

二丁目、高峰三丁目、西大谷一丁目、西大谷二丁目、西鞘ケ谷 

 金曜日 
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 町、初音町、東大谷一丁目、東大谷二丁目及び東大谷三丁目   

 旭町、浅生二丁目（一部）、一枝一丁目、一枝二丁目、一枝三

丁目、一枝四丁目、川代一丁目、川代二丁目、北鳥旗町、銀座

一丁目、銀座二丁目、小芝一丁目、小芝二丁目、小芝三丁目、

金比羅町、幸町、境川一丁目、境川二丁目、沢見一丁目、沢見

二丁目、三六町、汐井町、新池一丁目、新池二丁目、新池三丁

目、仙水町、千防一丁目、千防二丁目、千防三丁目、土取町、

天神一丁目、天神二丁目、天籟寺一丁目、天籟寺二丁目、大字

中原、中原西一丁目、中原西二丁目、中原西三丁目、中原東一

丁目、中原東二丁目、中原東三丁目、中原東四丁目、中本町、

東鞘ケ谷町、福柳木一丁目、福柳木二丁目、南鳥旗町、明治町、

元宮町、夜宮一丁目、夜宮二丁目及び夜宮三丁目 

火曜日及び金

曜日 

木曜日 

※かん・びん及びペットボトルの町ごとの収集曜日は、水曜日とする。 
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北九州市告示第９６号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  平成３０年３月３０日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 病院又は診療所（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

戸畑総合病院 北九州市戸畑区福柳木一丁目３番

３３号 

平成３０年

４月１日 

２ 薬局（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

すずらん薬局浅川台店 北九州市八幡西区浅川台一丁目１

番２１号 

平成３０年

４月１日 

３ 訪問看護ステーション等（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

年長者の里訪問看護ス

テーション 

北九州市八幡東区大蔵三丁目２番

１号 

平成３０年

４月１日 
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北九州市告示第９７号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２９条第１項の規定に

より特定地域型保育事業者の確認を行ったので、同法第５３条の規定により、

次のとおり告示する。 

平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

小規模保育園

コパン

小 規 模

保 育 事

業 

北九州市小倉南

区中曽根五丁目

２番４８号  

学校法人育徳

学園ああああ

あ

平成３０年 

４月１日 

みつばち保育

園ＹＯＳＨＩ

ＤＡ  

小 規 模

保 育 事

業 

北九州市小倉南

区上吉田一丁目

７番１３号２階 

蜂谷  将邦あ

あああ

平成３０年 

４月１日あ

ひびきのゆめ

保育 園

小 規 模

保 育 事

業 

北九州市若松区

大字小敷１１０

番地３（学研北

部地区１４３街

区１－１）  

株式会社志道

館あああああ

平成３０年 

４月１日あ

もりのなかま

保育園二島園

小 規 模

保 育 事

業 

北九州市若松区

二島一丁目１番

３８号  

株式会社Ｌａ

ｔｅｒａｌＫ

ｉｄｓあああ

ああ

平成３０年 

４月１日あ

愛真 保 育 園 小 規 模

保 育 事

業 

北九州市八幡西

区日吉台一丁目

１番２５号  

学校法人折尾

愛真学園ああ

あああ

平成３０年 

４月１日あ

おひらき・ち

いさいお家保

育園

小 規 模

保 育 事

業 

北九州市八幡西

区御開三丁目４

０１０番１３８ 

社会福祉法人

グリーンコー

プあああ

平成３０年 

４月１日あ

ニチイキッズ

黒崎駅前保育

園

小 規 模

保 育 事

業 

北九州市八幡西

区黒崎一丁目１

番１号クロサキ

メイト２階  

株式会社ニチ

イ学館あああ

ああ

平成３０年 

４月１日あ

にじいろのは

な保 育 園

小 規 模

保 育 事

業 

北九州市八幡西

区八千代町３番

１６号  

株式会社ハピ

クロああああ

あ

平成３０年 

４月１日あ

もやいのおう

ち保 育 園

小 規 模

保 育 事

業 

北九州市八幡西

区鉄王二丁目２

番４３号  

社会福祉法人

もやい聖友会

あああああ

平成３０年 

４月１日あ

さわやかくき

のうみ保育園

事 業 所

内 保 育

事業 

北九州市若松区

くきのうみ中央

２番１号  

株式会社さわ

やか倶楽部あ

ああああ

平成３０年 

４月１日あ
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北九州市告示第９８号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第４８条の規定により特

定地域型保育事業者の確認の辞退の申出があったので、同法第５３条第２号の

規定により、次のとおり告示する。 

平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認辞退年

月日 

きっずこくら

みなみ小規模

保育 園

小 規 模

保 育 事

業 

北九州市小倉南

区南方三丁目２

３番１０５号  

学校法人こど 

も園きっずこ 

くらみなみ  

平成３０年

３月３１日

あ
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北九州市告示第９９号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立第２夜間・休日急患センターにおける使用料及び手数料の徴収事

務及び支出事務を次のとおり委託した。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

有限会社医療事務研究

会 

北九州市小倉北区浅野

三丁目８番１号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１００号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、帆柱公園駐車施設における立体駐車場の使用料の徴収事務を次のとおり委託

した。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

アマノマネジメントサ

ービス株式会社 

北九州市小倉南区湯川

二丁目９番２２号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１０１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変更したので、同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告

示し、同条第２項の規定により同法第１４条第１項に規定する図書を公衆の縦

覧に供する。 

  平成３０年３月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 都市計画の種類 

  特別用途地区  

２ 都市計画の名称及び変更に係る土地の区域 

      名 称 区  域 

特別用途地区スポーツ・レクリエ

ーション地区（桃園地区） 

八幡東区桃園三丁目の全部並びに桃

園二丁目及び桃園四丁目の各一部 

３ 変更の期日 

  平成３０年４月１日 

４ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市建築都市局計画部都市計画課 

条 例
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北九州市告示第１０２号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部改正に

伴い、北九州広域都市計画を変更したので、次のとおり告示し、都市計画法（

昭和４３年法律第１００号）第１４条第１項に規定する図書を公衆の縦覧に供

する。

平成３０年３月３０日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 都市計画の種類

地区計画

２ 都市計画の名称及び区域

名称 区域

泉ケ浦二丁目地区地区

計画 

北九州市八幡西区泉ケ浦二丁目地内 

曲里地区地区計画 北九州市八幡西区東曲里町及び西曲里町地内 

青葉台サイエンスパー

ク地区計画 

北九州市若松区青葉台西六丁目地内 

東田東部地区地区計画 北九州市八幡東区枝光二丁目及び東田四丁目

地内 

東田西部地区地区計画 北九州市八幡東区東田一丁目地内 

舞ケ丘地区地区計画 北九州市小倉南区舞ケ丘一丁目、舞ケ丘二丁

目、舞ケ丘三丁目、舞ケ丘四丁目、舞ケ丘五

丁目、舞ケ丘六丁目及び大字横代地内 

北九州学術研究都市南

部地区地区計画 

北九州市若松区小敷ひびきの二丁目、小敷ひ

びきの三丁目、ひびきの南一丁目、ひびきの

南二丁目、ひびきの、塩屋二丁目及び塩屋三

丁目並びに北九州市八幡西区本城学研台一丁

目、本城学研台二丁目、浅川学園台三丁目及

び光貞台二丁目地内

乙丸地区地区計画 北九州市若松区花野路一丁目、花野路二丁目

及び花野路三丁目地内 

上葛原西地区地区計画 北九州市小倉南区上葛原一丁目及び上葛原二

丁目地内 
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陣原駅南口地区地区計

画 

北九州市八幡西区陣原一丁目、陣原三丁目及

び陣原四丁目地内 

上葛原東地区地区計画 北九州市小倉南区上葛原一丁目、上葛原二丁

目及び葛原元町三丁目地内 

東鞘ケ谷町南地区地区

計画 

北九州市戸畑区東鞘ケ谷町地内 

北九州テクノパーク八

幡西地区地区計画 

北九州市八幡西区森下町及び若葉三丁目地内 

空港北町地区地区計画 北九州市小倉南区空港北町２番地内 

若松南海岸通り地区地

区計画 

北九州市若松区本町一丁目地内 

吉志北地区地区計画 北九州市門司区吉志一丁目及び吉志新町三丁

目地内 

吉田にれの木坂地区地

区計画 

北九州市小倉南区吉田にれの木坂一丁目、吉

田にれの木坂二丁目、沼本町四丁目、中吉田

一丁目、上吉田一丁目及び大字吉田地内 

曽根地区地区計画 北九州市小倉南区下曽根二丁目及び曽根北町

地内 

大里本町地区地区計画 北九州市門司区大里本町三丁目及び松原一丁

目地内 

湯川地区地区計画 北九州市小倉南区湯川三丁目地内 

山路松尾町地区地区計

画 

北九州市八幡東区山路松尾町及び松尾町地内 

幸神・岸の浦地区地区

計画 

北九州市八幡西区幸神一丁目及び岸の浦一丁

目地内 

泉台地区地区計画 北九州市小倉北区泉台一丁目及び泉台二丁目

地内 

３ 縦覧場所

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市建築都市局計画部都市計画課

４ 変更の期日

  平成３０年４月１日

55



北九州市告示第１０３号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第７条の３

第１項第２号及び第６項の規定により特定工程及び特定工程後の工程を次のと

おり指定するので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第４

条の１１の規定により、次のとおり告示する。 

平成３０年３月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 中間検査を行う区域 

  北九州市全域 

２ 中間検査を行う期間 

平成３０年５月１日から平成３５年４月３０日まで 

３ 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模 

 中間検査を行う建築物は、一の建築物における新築、増築又は改築に係る

部分が次に掲げる構造、用途又は規模の建築物で、平成３０年５月１日以後

に法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認の申請があったも

のとする。 

（１） 主要構造部（屋根及び階段を除く。）の全部又は一部を木造とした

建築物で、住宅（兼用住宅、共同住宅及び長屋を含む。以下同じ。）の用

途に供する部分の床面積が５０平方メートルを超えるもの 

（２） 地階を除く階数が３以上の建築物で、かつ延べ面積が５００平方メ

ートルを超えるもの 

（３） 地階を除く階数が２以下の建築物で、かつ延べ面積が１，０００平

方メートルを超えるもの 

４ 中間検査を行う建築物のうち適用除外する建築物 

（１） 法第１８条第３項の規定により確認済証の交付を受けた建築物 

（２） 法第８５条第１項に規定する応急仮設建築物（防火地域内に建築す

るものに限る。）又は同条第５項に規定する仮設興行場、博覧会建築物、

仮設店舗その他これらに類する仮設建築物 

（３） 法第６条の４第１項第１号又は第２号に掲げる建築物 

（４） 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）

第５条第１項の住宅性能評価を受ける建築物（建設された住宅について、

住宅性能評価を受けるものに限る。）

５ 指定する特定工程及び指定する特定工程後の工程 

（１） 基礎工事に関する工程 

建築物の構造 特定工程 特定工程後の工程 
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（２） 建方工事に関する工程 

 建築物の構造  特定工程  特定工程後の工程 

木造 屋根工事の工程 土台、柱、はり及び筋

かいを覆う床、壁又は

天井を設ける工事（枠

組壁工法の場合を除く

。） 

枠組みを覆う屋内側の

壁又は天井を設ける工

事（枠組壁工法の場合

に限る。） 

鉄骨造 １階の鉄骨部分の

建方工事の工程 

１階の柱、はり、斜材

などの接合部分を覆う

工事の工程 

鉄筋コンクリート

造又は鉄骨鉄筋コ

地階を除く階数が

１の建築物の場合

１階の柱、はり及び屋

根版を覆うコンクリー

木造（地階を除く

階数が３以上の建

築物で５００平方

メートルを超える

もの又は地階を除

く階数が２以下の

建築物で１，００

０平方メートルを

超えるものに限る

。） 

基礎の配筋工事の工

程 

基礎の鉄筋を覆うコン

クリート打設の工事 

木造以外の構造 基礎の配筋工事の工

程 

基礎の鉄筋を覆うコン

クリート打設の工事 

備考 

１ 木造と木造以外の構造を併用する場合は、木造とみなす。 

２ 建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を

行う場合は、最初に特定工程に係る工事を完了する範囲を特

定工程及び特定工程後の工程の対象とする。 
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ンクリート造 は、１階の柱、は

り及び屋根の配筋

工事の工程 

ト打設工事 

地階を除く階数が

２以上の建築物の

場合は、１階の柱

、はり及び２階の

床の配筋工事の工

程 

１階の柱、はり及び２

階の床の配筋を覆うコ

ンクリート打設工事 

その他の構造 指定しない。 指定しない。 

備考 

１ 木造と木造以外の構造を併用する場合は、木造とみなす。 

２ 枠組壁工法とは、木材で組まれた枠組みに構造用合板その

他これに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建

築する工法をいう。 

３ 木造以外の２以上の構造を併用する場合は、１階の床面積

のうち、それぞれの構造で区画された部分の床面積の合計が

最大となる構造を特定工程及び特定工程後の工程の対象とす

る。ただし、その最大となる構造が２以上となるものについ

ては、特定工程に係る工事を最初に完了する部分の構造を特

定工程及び特定工程後の工程の対象とする。 

４ 建物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行

う場合は、最初に特定工程に係る工事を完了する範囲を特定

工程及び特定工程後の工程の対象とする。
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北九州市告示第１０４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 区域決定の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

６７６６ 西折尾町

１５号線 

八幡西区西折尾町８２１番３

５地先から 

八幡西区西折尾町８９４番１

５０地先まで 

6.0 

～ 

9.0 

232.0 

６７６７ 西折尾町

１６号線 

八幡西区西折尾町８９４番１

１９地先から 

八幡西区西折尾町８９４番１

３６地先まで 

6.0 38.0 
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北九州市告示第１０５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと 

おり道路の供用を開始する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 供用開始の区間 供用開始の期日 

６７６６ 西折尾町

１５号線

八幡西区西折尾町８２１番３５

地先から 

八幡西区西折尾町８９４番１５

０地先まで 

平成３０年４月１

日 

６７６７ 西折尾町

１６号線

八幡西区西折尾町８９４番１１

９地先から 

八幡西区西折尾町８９４番１３

６地先まで 

平成３０年４月１

日 
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北九州市告示第１０６号 

 車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第２号イの規定に基

づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大２５

トンである道路を次のとおり指定する。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 指定する道路の路線名及び区間 

路  線  名 区  間 

市道枝光３１号線 北九州市八幡東区枝光二丁目１７４８番６地先

から 

北九州市八幡東区大字枝光１７７７番８地先ま

で 

市道枝光３３号線 北九州市八幡東区大字枝光１７７７番５地先か

ら 

北九州市八幡東区東田五丁目７４０番９地先ま

で 

市道枝光３４号線 北九州市八幡東区大字枝光７４０番５７地先か

ら 

北九州市八幡東区東田五丁目７４０番１６地先

まで 

市道枝光３９号線 北九州市八幡東区東田五丁目１番１０７地先か

ら 

北九州市八幡東区東田五丁目７４０番４４地先

まで 

市道西港町１７号線 北九州市小倉北区西港町１２３番１地先から 

北九州市小倉北区西港町１２２番１８地先まで

市道西港町２３号線 北九州市小倉北区西港町１２５番８地先から 

北九州市小倉北区西港町１２２番１９地先まで

２ 指定する期日 平成３０年４月１日 
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北九州市公告第１８７号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。

  平成３０年３月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 物品等の名称及び予定数量

競艇出走表 １３８万３，０００枚

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

北九州市技術監理局契約部契約課

北九州市小倉北区城内１番１号

３ 落札者を決定した日

平成３０年３月２０日

４ 落札者の名称及び住所

阪本印刷株式会社

北九州市若松区南二島二丁目１４番１０号

５ 落札金額

１枚当たりの金額

（１） 本場出走表（１色刷版） ３２円

（２） 本場出走表（４色刷版） ３４円

（３） 場外出走表 ３１円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告をした日

平成３０年２月７日

８ 落札方式

最低価格による。

62



北九州市公告第１８８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２第１項の規定により

市町村の都市計画に関する基本的な方針（以下「北九州市都市計画マスタープ

ラン」という。）を改定したので、同条第３項の規定により、次のとおり公表

する。 

  平成３０年３月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 北九州市都市計画マスタープランの公表の日 

  平成３０年３月３０日 

２ 北九州市都市計画マスタープランの公表の方法 

北九州市建築都市局計画部都市計画課のホームページ（ http://www.city

 .kitakyushu.lg.jp/ken-to/07900278.html）に掲載するとともに、同課（北

 九州市小倉北区城内１番１号）に備え付けて、一般の縦覧に供する。 
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北九州市公告第１８９号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４８条第６項ただし書の規定に

よる許可の申請の提出に伴い、同条第１４項の規定により、次のとおり利害関

係を有する者の公開による意見の聴取を行うので、同条第１５項の規定により

公告する。 

平成３０年３月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 建築物の建築計画 

（１）  申請者 

東京都港区芝浦一丁目１番１号 

コスモ石油プロパティサービス株式会社

代表取締役 田島義之

（２） 敷地の位置 

北九州市八幡西区西曲里町１３－２、１３－６、１３－７、１３－８及

び１３－１１ 

（３）  用途地域 

第二種住居地域 

（４）  建築物の主要用途 

給油所 

（５）  工事種別 

増築及び用途変更 

２ 意見の聴取の期日 

平成３０年４月６日（金）午後２時から 

３ 意見の聴取の場所 

北九州市八幡西区幸神四丁目３番１号 

北九州市立熊西市民センター 会議室１ 
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北九州市公告第１９０号 

 都市公園を廃止するので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管

理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第７号）第１４条の２の規定により

、次のとおり公告する。 

平成３０年３月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 廃止する都市公園の名称、位置及び区域 

２ 廃止の期日 

  平成３０年３月３０日 

  なお、廃止に係る区域を示す図面を、北九州市建設局公園緑地部公園管理 

課において公告の日から２週間一般の縦覧に供する。 

公園番号   名  称    位  置  区   域 

３５２３ 北九州市立又田公

園

北九州市八幡西区

楠北三丁目２０番

北九州市八幡西区

楠北三丁目２０番

の一部
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北九州市公告第１９１号 

 都市公園の供用を開始するので、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第

２条の２の規定により、次のとおり公告する。 

平成３０年３月３０日 

                  北九州市長 北 橋 健 治   

１ 供用を開始する都市公園の名称、位置及び区域 

公園番号   名   称    位   置    区   域  

４７９９ 北九州市立上吉田

一丁目南公園 

北九州市小倉南区

上吉田一丁目１０

番 

北九州市小倉南区

上吉田一丁目１０

番の一部 

４８００ 北九州市立湯川三

丁目公園 

北九州市小倉南区

湯川三丁目７番 

北九州市小倉南区

湯川三丁目７番の

一部 

４８０１ 北九州市立楠北又

田公園 

北九州市八幡西区

楠北三丁目９番 

北九州市八幡西区

楠北三丁目９番の

一部 

４８０２ 北九州市立光明二

丁目公園 

北九州市八幡西区

光明二丁目１０番

北九州市八幡西区

光明二丁目１０番

の一部

２ 供用開始の期日 

  平成３０年３月３０日 

なお、供用開始に係る区域を示す図面を、北九州市建設局公園緑地部公園

管理課において公告の日から２週間一般の縦覧に供する。 
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北九州市公告第１９２号 

 都市公園の区域を変更するので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置

及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第７号）第１４条の２の規定

により、次のとおり公告する。 

平成３０年３月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 区域を変更する都市公園の名称、位置及び変更に係る区域 

２ 変更の期日 

  平成３０年３月３０日 

  なお、変更に係る区域を示す図面を、北九州市建設局公園緑地部公園管理 

課において公告の日から２週間一般の縦覧に供する。 

公園番号   名  称    位  置  区   域 

４０７６ 北九州市立金剛中

央公園 

北九州市八幡西区

大字楠橋、大字金

剛、大字野面及び

金剛三丁目 1 番 

北九州市八幡西区

金剛三丁目 1 番の

一部 
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北九州市訓令第２号

庁中一般

北九州市守衛服務規程を廃止する訓令を次のように定める。

平成３０年３月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市守衛服務規程を廃止する訓令

北九州市守衛服務規程（昭和４７年北九州市訓令第１号）は、廃止する。

付 則

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市上下水道局管理規程第１号 

 北九州市上下水道局の組織及び事務分掌規程等の一部を改正する規程を次の

ように定める。 

  平成３０年３月３０日 

               北九州市上下水道局長 有 田 仁 志

   北九州市上下水道局の組織及び事務分掌規程等の一部を改正する

規程

（北九州市上下水道局の組織及び事務分掌規程の一部改正）

第１条 北九州市上下水道局の組織及び事務分掌規程（平成１１年北九州市水

道局管理規程第６号）の一部を次のように改正する。

                「下水道計画係

下水道資産活用係」

 係」に改める。

営業第一係

営業第二係

及び第１０号において同じ」を加え、同項第９号中「（営業第二係に限る。

）」を削り、同項に次の１号を加える。

     （１０） 水洗便所改造助成金及び水洗便所改造貸付金に関するこ

と。

第２条総務経営部広域事業課資産活用係の項第２号中「固定資産（」の次

に「水道事業及び工業用水道事業の固定資産にあっては、」を加え、「（水

道事業及び工業用水道事業に係るものに限る。次号から第１２号までにおい

て同じ。）」を削り、同項に次の１号を加える。

    （１３） 建設仮勘定の管理の統括に関すること（下水道事業に係

るものに限る。）。

  第２条総務経営部広域事業課広域計画係の項各号中「水道事業の」を削り

                              東部工事事

                              西部工事事

務所                 東部工事事務所

務所                 西部工事事務所

に次の１号を加える。

    （６） 量水器の管理に関すること。 

（北九州市上下水道局会計規程の一部改正）

第２条 北九州市上下水道局会計規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第

１２号）の一部を次のように改正する。

第１条下水道部下水道計画課の項中 

第２条総務経営部営業課 の項第８号中「限る」の次に「。次号 

管理課管理係の項第６号を削り、同条       管理課給水係の項 

を「下水道計画 

、同条下水道部下水道計画課下水道資産活用係の項を削り、同条 
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  第２条第６項中「並びに収納金」を「、収納金」に改め、「出納及び保管

の事務」の次に「、水洗便所改造資金貸付金の回収金の収納及び保管の事務

並びに当該回収金に係る収納金のうち過納又は誤納となった金額を還付する

ために資金前渡される現金（以下「水洗便所改造資金貸付金回収金還付準備

金」という。）及び釣銭準備金の出納及び保管の事務」を加え、同条第８項

中「水洗便所改造資金貸付金の回収金の収納及び保管の事務並びに当該回収

金に係る収納金のうち過納又は誤納となった金額を還付するために資金前渡

される現金（以下「水洗便所改造資金貸付金回収金還付準備金」という。）

及び釣銭準備金の出納及び保管の事務並びに」を削る。

  第４条の２中「並びに還付準備金」を「、還付準備金」に改め、「出納及

び保管の事務」の次に「、水洗便所改造資金貸付金の回収金の収納及び保管

の事務並びに水洗便所改造資金貸付金回収金還付準備金及び釣銭準備金の出

納及び保管の事務」を加える。

  第４条の３中「水洗便所改造資金貸付金の回収金の収納及び保管の事務並

びに水洗便所改造資金貸付金回収金還付準備金及び釣銭準備金の出納及び保

管の事務並びに」を削る。

第５条の２第２項中「下水道資産活用係及び」及び「これらを」を削り、

同条第３項中「、還付準備金及び釣銭準備金に関する事務」の次に「並びに

水洗便所改造資金貸付金の回収金、水洗便所改造資金貸付金回収金還付準備

金及び釣銭準備金に関する事務」を加え、「水洗便所改造資金貸付金の回収

金、水洗便所改造資金貸付金回収金還付準備金及び釣銭準備金に関する事務

並びに」を削る。

  第８６条第２項中「、無形固定資産及び投資（水洗便所改造資金等貸付金

に限る。）は保全担当課長」を「及び無形固定資産は広域事業課長」に改め

、「経営企画課長が」の次に「、投資（水洗便所改造資金等貸付金に限る。

）は営業課長が」を加える。

  第８７条第２項中「水道事業又は工業用水道事業に係るものは広域事業課

長と、下水道事業に係るものは保全担当課長」を「広域事業課長」に改める

。

  第９４条第２項中「下水道計画課長」を「広域事業課長」に改める。

  第９５条中「未完成工事報告書を作成し」を削り、「下水道計画課長に送

付」を「広域事業課長に報告」に改める。

  第９７条、第９８条及び第１００条中「保全担当課長」を「広域事業課長

」に改める。

第１０１条中「及び保全担当課長」を削る。
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第１０２条第１項中「水道事業又は工業用水道事業に係るものは広域事業

課長に、下水道事業に係るものは保全担当課長」を「広域事業課長」に改め

、同条第２項中「及び保全担当課長」を削る。

第１０３条中「水道事業又は工業用水道事業に係る固定資産は広域事業課

長が、下水道事業に係る固定資産は保全担当課長が」を「広域事業課長は」

に改める。

第１０５条第２項を削る。

第１０８条第１項及び第２項各号列記以外の部分、第１１２条第２項並び

に第１１３条第２項中「保全担当課長」を「広域事業課長」に改める。

第１１５条第１項中「の副本」を削り、同条第２項中「、無形固定資産及

び」を「及び無形固定資産は広域事業課長が、」に、「保全担当課長」を「

営業課長」に改め、同条第３項を削る。

第１１６条中「保全担当課長」を「広域事業課長」に改める。

第１１７条各号列記以外の部分中「及び保全担当課長は、固定資産整理簿

」を「は固定資産整理簿に、広域事業課長は固定資産台帳」に改める。

（北九州市上下水道局事務専決規程の一部改正）

第３条 北九州市上下水道局事務専決規程（昭和４３年北九州市水道局管理規

程第１５号）の一部を次のように改正する。

  第３条第４項中「水道事業及び工業用水道事業に係る」を削り、同条第６

項に次の１号を加える。 

（８） 北九州市上下水道局水洗便所改造助成金貸付金交付等要綱（平 

成２４年北九州市水道局告示第３号）の規定による助成金及び貸付金の

執行に関すること。

第３条第９項第２号を削り、同項中第３号を第２号とし、第４号から第６

号までを１号ずつ繰り上げ、第７号を削る。 

（北九州市上下水道局公有財産管理規程の一部改正）

第４条 北九州市上下水道局公有財産管理規程（昭和５５年北九州市水道局管

理規程第２号）の一部を次のように改正する。

  第４条第２項中「公有財産主管課長（水道事業又は工業用水道事業に属す

る公有財産については広域事業課長とし、下水道事業に属する公有財産につ

いては保全担当課長とする。以下同じ。）」を「広域事業課長」に改める。

第６条、第１２条、第１８条及び第２１条第１項中「公有財産主管課長」

を「広域事業課長」に改める。

第５０条第１項中「別に定める様式により正副２部作成するものとし、公

有財産主管課長がその正本を、各課長がその副本を」を「広域事業課長が」
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に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「公有財産主管課長」を「広域事

業課長」に改める。

（北九州市上下水道局自動車管理規程の一部改正）

第５条 北九州市上下水道局自動車管理規程（昭和６１年北九州市水道局管理

規程第３号）の一部を次のように改正する。

 第２条第１項中「自動車主管課長（水道事業又は工業用水道事業に属する

自動車については広域事業課長とし、下水道事業に属する自動車については

保全担当課長とする。）」を「広域事業課長」に改める。

別表中「及び保全担当課長」を削る。

付 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市上下水道局管理規程第２号

北九州市上下水道局事務専決規程の一部を改正する規程を次のように定める

。

平成３０年３月３０日

               北九州市上下水道局長 有 田 仁 志

北九州市上下水道局事務専決規程の一部を改正する規程

北九州市上下水道局事務専決規程（昭和４３年北九州市水道局管理規程第１

５号）の一部を次のように改正する。

第３条第１２項第１１号中「２００万円」を「２５０万円」に改め、「（変

更後の請負金額が２５０万円以下のものに限る 。）」 を削る。

別表第２の（７） 委託料の執行の項中「第１８条」を「第１７条」に改め

る。

付 則

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市上下水道局管理規程第３号

北九州市上下水道局庁内管理規程の一部を改正する規程を次のように定める

。

平成３０年３月３０日

               北九州市上下水道局長 有 田 仁 志

北九州市上下水道局庁内管理規程の一部を改正する規程

北九州市上下水道局庁内管理規程（昭和４７年北九州市水道局管理規程第８

号）の一部を次のように改正する。

第３条の表中

改める。

付 則

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

第８条 管理責任者、守衛 管理責任者

第１２条第４号 管理補助者、室内管理者、守衛 管理補助者

第１２条第４号 管理補助者、室内管理者 管理補助者

を

「

」

に
「

」
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北九州市上下水道局告示第９号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｍ－１６３ アイランド

ガス株式会

社 

大楠健司 北九州市小倉南区

下石田二丁目１２

番２２号 

平成３０年

３月３０日 

Ｆ－１８９ 株式会社五

大企画 

矢野真子 福岡市博多区博多

駅東一丁目１１番

５号 

平成３０年

３月３０日 
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北九州市上下水道局告示第１０号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の７の規定により指定給水装

置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったので、北九州市上

下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年北九州市水道局管理規程第

７号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 廃止年月日 

Ｆ－１５２ 進興設備工業

株式会社 

大野史朗 福岡市南区玉川

町４番２号 

平成３０年 

３月３０日 
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北九州市上下水道局公告第２８号

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規程（平成７年北九州市水道局管理規程第６号）第２条において準用する北

九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市

規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市契約規則（昭和

３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規

定により次のとおり公告する。

  平成３０年３月３０日

               北九州市上下水道局長 有 田 仁 志

１ 調達内容

 （１） 特定役務の名称及び数量

     新町浄化センター他２浄化センター電力供給 一式

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり

 （３） 履行期間 平成３０年７月１日から平成３１年６月３０日まで

 （４） 履行場所 北九州市門司区松原三丁目６番１号

          新町浄化センター 

          北九州市小倉南区中吉田二丁目１０番１号 

          曽根浄化センター 

          北九州市若松区大字安瀬６４番地の１５ 

          北湊浄化センター 

 （５） 入札方法 総価により行う。なお、入札価格の算定については、燃

料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととす

る。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００

分の８に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とす

るので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に

記載すること。

２ 競争入札参加資格

  次の各号のいずれにも該当する者であること。

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

 （２） 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審
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査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。

 （３） 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定により

小売電気事業者としての登録を受けている者又は同法第２条の３の規定に

より小売電気事業登録の申請を行っている者であること。 

 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。

３ 競争入札参加資格審査の申請

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成３０

年４月２０日まで（日曜日及び土曜日（以下「日曜日等」という。）を除く

。）に競争入札参加資格申請を行わなければならない。

４ 入札書の提出場所等

 （１） 契約条項を示す場所及び日時

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

       北九州市上下水道局下水道部施設課

  イ 日時 公告の日から平成３０年５月１８日まで（日曜日等及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く

。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４

時３０分まで

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 北九州市上下水道局ホームペー

ジ入札・契約情報（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s013010 

18.html）又は前号アの場所において無償で交付する。 

 （３） 入札説明会の場所及び日時 入札説明会は行わないものとする。

 （４） 競争参加の申出書の提出  

ア 郵送による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に書留 

郵便により、平成３０年４月２０日午後５時までに必着のこと。 

  イ 持参による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に公告 

の日から平成３０年４月２０日まで（日曜日等を除く。）の毎日午前９

時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分までに提

出のこと。 

 （５） 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、平成３０年５月１７日午後５時までに必着のこと。
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 （６） 入札及び開札の場所及び日時

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

       小倉北区役所庁舎西棟地下２階第一入札室

  イ 日時 平成３０年５月１８日午後１時３０分

５ その他

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨

  ア 言語 日本語

  イ 通貨 日本国通貨

 （２） 入札保証金及び契約保証金

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、北九州市上下水

道局契約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契

約規程」という。）において準用する契約規則第５条第７項各号のいず

れかに該当する場合は、免除する。

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。

 （３） 入札の無効

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

  ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号いずれかに該当する

入札

 （４） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。

 （５） 契約書作成の要否 要

 （６） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 

 （７） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる

ものとする。

 （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等
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   北九州市上下水道局下水道部施設課

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号

   電話 ０９３－５８２－２４８５

６ Summary

 （１） The contract item up for tender :

   Power supply to Shinmachi Treatment Plant and other 2 Treatment Plants 

 （２） Deadline of Tender(by hand)

   1:30p.m., May 18,2018

 （３） Deadline of Tender(by mail)

   5:00p.m., May 17,2018

 （４） For further information, please contact:  

Facilities Construction Division, 

Sewer System Department, Water and Sewer Bureau,  

City of Kitakyushu 
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北九州市上下水道局公告第２９号

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規程（平成７年北九州市水道局管理規程第６号）第２条において準用する北

九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市

規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市契約規則（昭和

３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規

定により次のとおり公告する。

  平成３０年３月３０日

               北九州市上下水道局長 有 田 仁 志

１ 調達内容

 （１） 特定役務の名称及び数量

     藤田ポンプ場他１ポンプ場電力供給 一式

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり

 （３） 履行期間 平成３０年７月１日から平成３１年６月３０日まで

 （４） 履行場所 北九州市八幡西区大字藤田２２９２番地の５

          藤田ポンプ場 

北九州市小倉北区東港一丁目１番１８号

          港町ポンプ場 

 （５） 入札方法 総価により行う。なお、入札価格の算定については、燃

料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととす

る。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００

分の８に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とす

るので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に

記載すること。

２ 競争入札参加資格

  次の各号のいずれにも該当する者であること。

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

 （２） 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等
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に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。

 （３） 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定により

小売電気事業者としての登録を受けている者又は同法第２条の３の規定に

より小売電気事業登録の申請を行っている者であること。 

 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。

３ 競争入札参加資格審査の申請

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成３０

年４月２０日まで（日曜日及び土曜日（以下「日曜日等」という。）を除く

。）に競争入札参加資格申請を行わなければならない。

４ 入札書の提出場所等

 （１） 契約条項を示す場所及び日時

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

       北九州市上下水道局下水道部施設課

  イ 日時 公告の日から平成３０年５月１８日まで（日曜日等及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く

。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４

時３０分まで

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 北九州市上下水道局ホームペー

ジ入札・契約情報（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s013010 

18.html）又は前号アの場所において無償で交付する。 

 （３） 入札説明会の場所及び日時 入札説明会は行わないものとする。

 （４） 競争参加の申出書の提出  

ア 郵送による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に書留 

郵便により、平成３０年４月２０日午後５時までに必着のこと。 

  イ 持参による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に公告 

の日から平成３０年４月２０日まで（日曜日等を除く。）の毎日午前９

時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分までに提

出のこと。 

 （５） 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、平成３０年５月１７日午後５時までに必着のこと。

 （６） 入札及び開札の場所及び日時

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号
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       小倉北区役所庁舎西棟地下２階第一入札室

  イ 日時 平成３０年５月１８日午後１時４５分

５ その他

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨

  ア 言語 日本語

  イ 通貨 日本国通貨

 （２） 入札保証金及び契約保証金

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、北九州市上下水

道局契約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契

約規程」という。）において準用する契約規則第５条第７項各号のいず

れかに該当する場合は、免除する。

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。

 （３） 入札の無効

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

  ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号いずれかに該当する

入札

 （４） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。

 （５） 契約書作成の要否 要

 （６） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 

 （７） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる

ものとする。

 （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等

   北九州市上下水道局下水道部施設課

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号
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   電話 ０９３－５８２－２４８５

６ Summary

 （１） The contract item up for tender :

   Power supply to Fujita Pumping Station and other 1 Pumping Station 

 （２） Deadline of Tender(by hand)

   1:45p.m., May 18,2018

 （３） Deadline of Tender(by mail)

   5:00p.m., May 17,2018

 （４） For further information, please contact:  

Facilities Construction Division, 

Sewer System Department, Water and Sewer Bureau,  

City of Kitakyushu 
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北九州市交通局管理規程第１号

北九州市交通局庁内管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成３０年３月３０日

                 北九州市交通局長    田 茂 人

北九州市交通局庁内管理規程の一部を改正する規程

北九州市交通局庁内管理規程（昭和５０年北九州市交通局管理規程第４号）

の一部を次のように改正する。

第３条の表中

「室内管理者、守衛」を「室内管理者」に改める。

付 則

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

第２条第１号及び第７号、

第１３条並びに第１５条

市長 交通局長

第８条 管理責任者、守衛 管理責任者

第２条第１号及び第７号、

第１３条並びに第１５条

市長 交通局長

を

「

」

に 、

「

」
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北九州市病院局管理規程第３号                    

 北九州市病院局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。

  平成３０年３月３０日

                 北九州市病院局長 古 川 義 彦  

   北九州市病院局事務分掌規程の一部を改正する規程

 北九州市病院局事務分掌規程（昭和４２年北九州市病院局管理規程第１号）

の一部を次のように改正する。

 付則第４項から第７項までの規定中「４人」を「５人」に改める。

付則第８項中「３人の副院長が欠けたとき」の次に「、副院長を５人置いた

場合においては１人、２人、３人若しくは４人の副院長に事故があるとき、又

は１人、２人、３人若しくは４人の副院長が欠けたとき」を加える。

   付 則

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市病院局管理規程第４号

北九州市病院局事務専決規程及び北九州市立病院長以下専決規程の一部を改

正する規程を次のように定める。

平成３０年３月３０日

北九州市病院局長 古 川 義 彦

北九州市病院局事務専決規程及び北九州市立病院長以下専決規程

の一部を改正する規程

 （北九州市病院局事務専決規程の一部改正）

第１条 北九州市病院局事務専決規程（昭和４２年北九州市病院局管理規程第

３号）の一部を次のように改正する。

第３条病院局工事契約担当課長専決事項の項第１号中「２００万円」を「

２５０万円」に、「限り、経営課長の専決事項とされたものを除く」を「限

る」に改める。

別表第２の（１）支出負担行為に関することの項中

 「            

             「 

          を           に 

                      」 

          」         

 改める。 

 （北九州市立病院長以下専決規程の一部改正） 

第２条 北九州市立病院長以下専決規程（昭和４２年北九州市病院局管理規程

第４号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項第１号中「２００万円」を「２５０万円」に、「限り、管理

課長の専決事項とされたものを除く」を「限る」に改める。

別表第２の（１）支出負担行為に関することの項中

 「 

             「 

          を           に 

                      」 

          」 

 改める。 

〔経営課長〕 

  ２００～ 

（当該工事の契

約の変更につい

ては２５０～） 

〔経営課長〕 

  ２５０～ 

〔管理課長〕 

  ２００～ 

（当該工事の契

約の変更につい

ては２５０～） 

〔管理課長〕 

  ２５０～ 
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付 則

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市病院局管理規程第５号

北九州市病院局庁内管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成３０年３月３０日

                 北九州市病院局長 古 川 義 彦

北九州市病院局庁内管理規程の一部を改正する規程

北九州市病院局庁内管理規程（昭和４７年北九州市病院局管理規程第７号）

の一部を次のように改正する。

第３条の表中

改める。

付 則

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

規則第８条 管理責任者、守衛 管理責任者

規則第１２条 室内責任者、守衛 室内管理者

規則第１４条 当該予定物を所管する局の長 病院局長

規則第１４条 当該予定物を所管する局の長 病院局長

を

「

」

に
「

」
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北九州市公営競技局管理規程第１号 

 北九州市公営競技局の組織及び事務分掌規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市公営競技局の組織及び事務分掌規程 

( 組織 )  

第１条 北九州市公営競技事業の設置等に関する条例（平成２９年北九州市条

例第３８号）第５条に定める公営競技局の組織は、次のとおりとする。 

総務課 

庶務係 

人事係 

 経理係 

競輪事業課 

管理係 

施設係 

警備対策係 

ボートレース事業課 

企画係 

業務係 

施設係 

警備対策係 

整備係 

（事務分掌） 

第２条 前条の組織の事務分掌は、次のとおりとする。 

総務課 

庶務係 

（１） 局、課の庶務に関すること。 

（２） 局内事務の連絡調整に関すること。 

（３） 市議会議案に関すること。 

（４） 規程その他重要な文書の審査に関すること。 

（５） 公告式及び局内令達に関すること。 

（６） 文書等の収受、発送及び保存の総括に関すること。 

（７） 公印の管理に関すること。 

（８） その他他課他係の所管に属しないこと。 

  人事係 
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（１） 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。 

（２） 職員の表彰に関すること。 

（３） 組織及び職務権限に関すること。 

（４） 職員の定数及び配置に関すること。 

（５） 人事考課に関すること。 

（６） 職員の人材育成に関すること。 

（７） 職員の安全及び衛生の管理に関すること。 

（８） 職員の給与に関すること。 

（９） 職員の福利厚生に関すること。 

（１０） モーターボート競走臨時従事員の任免、賃金及び手当の支給

並びに福利厚生に関すること。 

（１１） 労働組合に関すること。 

（１２） 職員の児童手当及び子ども手当に関すること。 

経理係 

（１） 事業経営の企画、調査及び研究に関すること。 

（２） 財政計画に関すること。 

（３） 事業の統計に関すること。 

（４） 予算の編成及び執行管理に関すること。 

（５） 決算に関すること。 

（６） 業務状況説明書類の作成に関すること。 

（７） 企業債に関すること。 

（８） 固定資産の管理の総括に関すること。 

（９） 資金計画及び資金運用に関すること。 

（１０） 一時借入金に関すること。 

（１１） 現金、有価証券及び担保物件の出納及び保管に関すること。 

（１２） 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 

（１３） 収入及び支出の審査に関すること。 

（１４） 入札参加資格の審査及び登録に関すること。 

（１５） 物品等供給契約に関すること。 

（１６） その他財務に関すること。 

競輪事業課 

管理係 

（１） 課の庶務に関すること。 

（２） 競輪の開催計画及び実施（他係の所管に属するものを除く。）

に関すること。 

91



（３） 競輪の広報宣伝計画及びファンサービスに関すること。 

（４） 競輪関係団体との連絡調整に関すること。 

（５） 北九州メディアドームの運営及び利用促進に関すること。 

（６） 競輪実施事務等包括委託事業に関すること。 

施設係 

（１） 施設改善計画及び施設の維持管理に関すること。 

警備対策係 

（１） 施設の保安に関すること。 

（２） 違反行為の取締りに関すること。 

 ボートレース事業課 

 企画係 

（１） 課の庶務に関すること。 

（２） モーターボート競走の開催計画及び実施（他係の所管に属する

ものを除く。）に関すること。 

（３） モーターボート競走の広報宣伝計画及びファンサービスに関す

ること。 

（４） モーターボート競走関係団体との連絡調整に関すること。 

 業務係 

（１） モーターボート競走の投票業務に関すること。 

（２） モーターボート競走臨時従事員の配置に関すること。 

施設係 

（１） 施設改善計画及び施設の維持管理に関すること。 

警備対策係 

（１） 施設の保安に関すること。 

（２） 違反行為の取締りに関すること。 

整備係 

（１） エンジン及びボートの整備、修繕、点検及び保管に関すること 

 。 

（２） 艇庫に関すること。 

（３） エンジン及びボートの諸統計に関すること。 

（局次長等） 

第３条 局に局次長、工事に係る契約事務を担任する担当部長（以下「工事契

約担当部長」という 。）、 給与事務等を担任する担当課長（以下「給与担当

課長」という。）及び工事に係る契約事務を担任する担当課長（以下「工事

契約担当課長」という 。）、 課に課長、係に係長を置く。 
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２ 特に必要があるときは、担当理事、担当部長（工事契約担当部長を除く。 

）、担当課長（給与担当課長及び工事契約担当課長を除く。）、担当係長、

局付及び課付を置く。 

（充てる職等） 

第４条 工事契約担当部長には、技術監理局契約部長をもって充てる。 

２ 給与担当課長には総務局人事部給与課長を、工事契約担当課長には技術監

理局契約部契約課長をもって充てる。 

（職務） 

第５条 局次長、課長及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属

職員を指揮監督する。 

２ 担当理事、担当部長、担当課長及び担当係長は、上司の命を受け、担任事

務を処理し、所属職員を指揮監督する。 

３ 局付及び課付は、上司の命を受け、担任事務を処理する。 

（代理） 

第６条 局次長（工事契約担当部長を含む。以下同じ。）に事故があるとき、

又は局次長が欠けたときは、主管課長又は主管の担当課長がその職務を代理

する。 

２ 課長（給与担当課長及び工事契約担当課長を含む。以下同じ。）に事故が

あるとき、又は課長が欠けたときは、主管係長又は主管の担当係長がその職

務を代理する。 

（専決） 

第７条 局次長及び課長は、別に定める事項を専決することができる。 

付 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市公営競技局管理規程第２号 

 北九州市競輪競艇整備基金条例施行規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

   北九州市競輪競艇整備基金条例施行規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、北九州市競輪競艇整備基金条例（平成３年北九州市条例

第３１号）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（帳簿） 

第２条 管理者は、台帳を備え、北九州市競輪競艇整備基金の経理状況を明ら

かにしておかなければならない。 

（委任） 

第３条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

付 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市公営競技局管理規程第３号 

 北九州市公営競技局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程を次のように定

める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市公営競技局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程 

行政手続法（平成５年法律第８８号）第１３条第１項又は北九州市行政手続

条例（平成８年北九州市条例第４号）第１３条第１項の規定に基づき公営競技

局長又は公営競技局長の権限に属する事務を委任された者が行う聴聞及び弁明

の機会の付与の手続に関しては、北九州市聴聞及び弁明の機会の付与に関する

規則（平成８年北九州市規則第５２号）の規定を準用する。この場合において

、同規則第１条第１項中「規則」とあるのは「規程」と、「市長」とあるのは

「公営競技局長」と、同条第２項中「この規則」とあるのは「この規程」と、

「及び規則」とあるのは「及び北九州市公営競技局管理規程」と、同規則第１

９条中「規則」とあるのは「規程」と、「総務局長」とあるのは「公営競技局

長」と読み替えるものとする。 

付 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市公営競技局管理規程第４号 

 北九州市公営競技局統計事務規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市公営競技局統計事務規程 

 （目的） 

第１条 この規程は、北九州市公営競技局において行う統計事務について必要

な事項を定めることにより、統計資料の効果的活用を図ることを目的とする

。 

（統計事務の総括） 

第２条 総務課長は、統計事務を総括する。 

（定例的統計事務） 

第３条 各課の長は、定例的な統計資料を作成しなければならない。 

２ 前項の定例的な統計資料の種類、作成担当課、部数、配布先及び配布期日

は、別に公営競技局長が定める。 

（合議） 

第４条 各課の長は、前条第１項の定例的な統計資料以外のもので、調査を必

要とする統計資料を作成しようとするときは、あらかじめその内容を明らか

にして総務課長に合議しなければならない。 

２ 総務課長は、前項の規定により合議を受けたときは、その内容を検討し、

必要があると認めるときは調整を図るものとする。 

（整理保管） 

第５条 各課の長は、統計事務に関し、次に掲げる事務を処理する。 

（１） 統計資料の整理保管に関すること。 

（２） 統計事務の指導改善に関すること。 

（資料の送付） 

第６条 各課の長は、第４条第１項の規定により作成した統計資料又は他から

寄贈を受けた統計に関する資料の一部を総務課長に送付しなければならない

。ただし、総務課長が送付できないことにつき理由があると認めるものにつ

いては、その名称及び概要を文書で通知しなければならない。 

付 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市公営競技局管理規程第５号 

 北九州市公営競技局契約規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市公営競技局契約規程 

北九州市公営競技局の業務に関して売買、貸借、請負その他の契約を行う場

合においては、北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号）の規定

を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「公営競技局

長」と読み替えるものとする。 

付 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市公営競技局管理規程第６号 

 北九州市公営競技局文書管理規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市公営競技局文書管理規程 

北九州市公営競技局における文書等（職務上作成し、又は取得した文書、図

画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られた記録をいう。）をいう。）の取扱いについて

は、北九州市文書管理規則（平成１４年北九州市規則第２６号）の規定の例に

よる。 

付 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市公営競技局管理規程第７号 

 北九州市公営競技局公印規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市公営競技局公印規程 

（趣旨） 

第１条 北九州市公営競技局における公印の種類、保管、使用等について必要

な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。 

（公印の管理） 

第２条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重に

するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。 

（公印の種類及び種別） 

第３条 公印は、庁印及び職印の２種類とし、庁印は庁名をもって発する文書

に、職印は職名をもって発する文書に用いる。 

２ 公印は、一般公印及び専用公印とする。 

３ 専用公印は、特定された用途に限り使用し、一般公印は、専用公印を使用

すべき場合を除き使用するものとする。 

（公印保管者） 

第４条 公印保管の責に任ずるため、公印保管者（以下「保管者」という。）

を置く。 

（公印の名称、書体等） 

第５条 公印の名称、書体、寸法、ひな型番号、使途、保管者及び保管場所は

、別表第１のとおりとし、そのひな型は、別表第２のとおりとする。 

（公印取扱責任者） 

第６条 保管者は、必要と認めるときは、公印取扱責任者（以下この条及び次

条において「取扱責任者」という。）を置くことができる。 

２ 保管者は、取扱責任者を置いたときは、速やかにその職及び氏名を総務課

長に通知しなければならない。 

３ 取扱責任者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に

従事する。 

（押印手続） 

第７条 公印の押印を求めようとするときは、押印を必要とする文書及び決裁

を受けた起案の文書又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。）（次項

において「決裁済みの起案文書」という。）を保管者又は取扱責任者に提示
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しなければならない。 

２ 保管者又は取扱責任者は、前項の規定により提示された文書について必要

な審査をした後、当該文書に明瞭かつ正確に押印するとともに決裁済みの起

案文書に公印使用済みの表示をしなければならない。 

３ 公印は、保管者の指定する場所において使用しなければならない。 

（公印の刷込み） 

第８条 公印は、特に必要があると認めるときは、これを刷り込むことができ

る。 

２ 公印を刷りこもうとするときは、総務課長に合議しなければならない。 

３ 保管者は、刷込みに使用した印影と原版を直ちに廃棄しなければならない

。ただし、保管者が原版を再び使用する必要があると認めたときは、これを

保管することができる。 

（電子印） 

第９条 電子計算機を利用して通知の事務を行う場合において、特に必要があ

ると認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの（以

下この条において「電子印」という。）を公印として使用することができる

。 

２ 前条第２項の規定は、電子印を公印とするときについて準用する。 

３ 電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の

印影を消去し、総務課長へ報告するものとする。 

（臨時代理等の公印の使用） 

第１０条 公営競技局長（次条、第１４条及び第１６条において「局長」とい

う。）等に事故があるため、他の者が臨時代理、事務取扱等により、その職

務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するも

のとする。 

（新調、改刻及び廃止） 

第１１条 公印を新調、改刻又は廃止（次項及び次条において「新調等」とい

う。）をしようとするときは、総務課長を経て局長の決裁を受けなければな

らない。 

２ 保管者は、公印の新調等があったときは、公印新調（改刻、廃止）書によ

り速やかに総務課長に通知しなければならない。 

３ 総務課長は、前項の規定により通知を受けた公印新調（改刻、廃止）書に

ついて審査した後、公印の廃止の場合を除き、これを保管者に返還しなけれ

ばならない。 

（公印台帳等） 
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第１２条 総務課長は、公印台帳を備え、新調等の都度必要事項を記載し、整

理しなければならない。 

２ 保管者は、前条第３項の規定により返還された公印新調（改刻、廃止）書

を備え、公印の保管について明らかにしておかなければならない。 

（廃止した公印の保存及び廃棄） 

第１３条 廃止した公印は、使用してはならない。 

２ 廃止した公印は、遅滞なく所定の手続を経て総務課長に送付しなければな

らない。 

３ 総務課長は、前項の規定により送付を受けた公印を、廃止した日から起算

して１０年間保存しなければならない。 

４ 保存期限を経過した公印は、総務課長において焼却等適当な方法で廃棄処

分に付さなければならない。 

（事故報告） 

第１４条 保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、公印事故報

告書により速やかに総務課長を経て局長に報告しなければならない。 

（公印管理状況等の調査） 

第１５条 総務課長は、公印の保管、使用状況等について調査し、又は報告を

求めることができる。 

（委任） 

第１６条 この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。 

付 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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別表第１（第５条関係） 

公印の名称 書 体

寸法（ミ

リメート

ル） 

ひ な

型 番

号 

使途 保管場所

北九州市公

営競技局印

隷 書 方３０ １ 一般公文

書用 

総務課長 総務課 

北九州市印 隷 書 方１５ ２ 職員証用 総務課長 総務課 

北九州市公

営競技事業

管理者印 

て ん

書 

方２８ ３ 一般公文

書用 

総務課長 総務課 

北九州市公

営競技事業

管理者職務

代理者印 

隷 書 方２８ ４ 一般公文

書用 

総務課長 総務課 

北九州市公

営競技局長

印 

隷 書 方２１ ５ 一般公文

書用 

総務課長 総務課 

北九州市公

営競技局長

印 

隷 書 方１５ ５ 昇給通知

書用、源

泉徴収票

用並びに

身分、通

勤及び勤

務の証明

事務用 

総務課長 総務課 

北九州市公

営競技局長

印 

隷 書 方８ ５ 公営競技

局長名を

もってす

る総務課

長が指定

する帳票

用 

総務課長 総務課 

北九州市公

営競技局長

印 

て ん

書 

方３５ ５ 辞令及び

表彰事務

用 

総務課長 総務課 

競輪事業課

専用北九州

市公営競技

局長印 

隷 書 方２１ ６ 公営競技

局長名を

もってす

る競輪事

業課にお

ける公文

書用 

競輪事業

課長 

競輪事業

課 

工事契約事

務専用北九

隷 書 方２１ ７ 公営競技

局工事契

公営競技

局工事契

技術監理

局契約部

保 管 者
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州市公営競

技局長印 

約担当部

長及び公

営競技局

約担当部

長 

契約課 

    工事契約

担当課長

が執行す

る契約事

務用 

競輪開催執

務委員長印

楷 書 方２４ ８ 競輪開催

事務用 

競輪事業

課長 

競輪事業

課 

モーターボ

ート競走執

行委員長印

楷 書 方２４ ９ モーター

ボート競

走開催事

務用 

ボートレ

ース事業

課長 

ボートレ

ース事業

課 
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別表第２（第５条関係） 

   １      ２      ３      ４      ５   

   ６      ７      ８      ９         
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北九州市公営競技局管理規程第８号 

 北九州市公営競技局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市公営競技局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び 

審査等に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）、地方公共団体の物品等又は特定役務の調

達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）、北九州市公営競技

局契約規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第５号）その他の法令

等に定めがある場合を除くほか、北九州市公営競技局が発注する物品の売買

、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設コンサ

ルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。以下「物品

等供給契約」という。）を締結する場合の一般競争入札の参加資格及びその

審査、指名競争入札の参加資格及びその審査、等級の格付並びに指名基準並

びに随意契約の相手方の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（準用規定） 

第２条 北九州市公営競技局が発注する物品等供給契約に係る一般競争入札の

参加資格及びその審査、指名競争入札の参加資格及びその審査、等級の格付

並びに指名基準並びに随意契約の相手方の選定に関しては、北九州市物品等

供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年北九州

市規則第１１号。以下「規則」という。）第２条から第１４条までの規定を

準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規則の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。 

第３条第１項、第３項

及び第４項、第５条、

第６条第１項及び第２

項、第７条、第８条、

第１２条第１項 

市長 公営競技局長 

第４条第１項 北九州市物品等供給業

者資格審査委員会 

北九州市公営競技局物

品等供給業者資格審査

委員会 

第４条第２項 技術監理局契約部長 公営競技局次長 

技術監理局契約部契約 公営競技局総務課長 
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制度課長 

第７条第１項 政令 地方自治法施行令 

第１４条 規則 規程 

技術監理局長 公営競技局長 

付 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、規則の規定により作成された有資格業者名簿及び指

名競争入札参加資格を有すると決定した者の名簿で平成３０年３月３１日に

おいて効力を有するものは、この規程の規定により作成された有資格業者名

簿及び指名競争入札参加資格を有すると決定した者の名簿とみなし、これら

の名簿の有効期限は、同年９月３０日とする。 

３ この規程の施行の際、規則の規定によりなされた指名競争入札参加資格の

決定又は指名競争入札参加資格を有する者の格付で平成３０年３月３１日に

おいて効力を有するものは、同年９月３０日までの間は、この規程の相当規

定によりなされた指名競争入札参加資格の決定又は指名競争入札参加資格を

有する者の格付とみなす。 
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北九州市公営競技局管理規程第９号 

北九州市公営競技局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程

を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市公営競技局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に 

関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）、地方公共団体の物品等又は特定役務の調

達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）、北九州市公営競技

局契約規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第５号）その他の法令

等に特別の定めがある場合を除くほか、北九州市公営競技局が発注する建設

工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建設

工事をいう。以下同じ。）の請負契約を締結する場合の一般競争入札の参加

資格及びその審査、指名競争入札の参加資格及びその審査、等級の格付並び

に指名基準並びに随意契約の相手方の選定に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（準用規定） 

第２条 北九州市公営競技局が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入

札の参加資格及びその審査、指名競争入札の参加資格及びその審査、等級の

格付並びに指名基準並びに随意契約の相手方の選定に関しては、北九州市建

設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規

則第５９号。以下「規則」という。）第２条から第１７条まで及び別表の規

定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規則の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。 

第２条 市 北九州市公営競技局  

第３条 契約規則 北九州市公営競技局契約

規程において準用する北

九州市契約規則（昭和３

９年北九州市規則第２５

号） 

第３条及び第８条第 法 建設業法 

１項 政令 地方自治法施行令 

第４条第１項、第３

項及び第４項、第６

市長 公営競技局長 
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条、第７条第１項及

び第２項、第８条、

第９条、第１０条第

１項、第１２条第２

項並びに第１４条第

１項、第３項及び第

４項 

第５条第１項 北九州市建設業者資格

審査委員会 

北九州市公営競技局建設

業者資格審査委員会 

第５条第２項 委員長は北九州市副市

長事務分担規則（昭和

４２年北九州市規則第

３０号）第２条に規定

する技術監理局に属す

る事務を担任する副市

長、副委員長は技術監

理局長 

委員長は公営競技局長、

副委員長は公営競技局次

長 

第７条第１項 以下この条、次条及び

第９条において 

以下 

第１０条第２項 北九州市建設業者競争

参加資格委員会 

北九州市公営競技局建設

業者競争参加資格委員会

第１５条第１項 北九州市建設工事等業

者選定委員会 

北九州市公営競技局建設

工事等業者選定委員会 

第１７条 規則 規程 

 技術監理局長 公営競技局長 

付 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、規則の規定により作成された有資格業者名簿及び指

名競争有資格業者名簿で平成３０年３月３１日において効力を有するものは

、この規程の規定により作成された有資格業者名簿及び指名競争有資格業者

名簿とみなし、これらの名簿の有効期限は、平成３１年５月３１日とする。 

３ この規程の施行の際、規則の規定によりなされた指名競争入札参加資格の

決定又は等級別格付で平成３０年３月３１日において効力を有するものは、

平成３１年５月３１日までの間は、この規程の相当規定によりなされた指名

競争入札参加資格の決定又は等級別格付とみなす。 
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北九州市公営競技局管理規程第１０号 

北九州市公営競技局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の

資格及び審査等に関する規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市公営競技局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入 

札参加者の資格及び審査等に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）、地方公共団体の物品等又は特定役務の調

達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）、北九州市公営競技

局契約規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第５号）その他の法令

等に特別の定めがある場合を除くほか、北九州市公営競技局が発注する測量

業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を

締結する場合の一般競争入札の参加資格及びその審査、指名競争入札の参加

資格及びその審査並びに指名基準並びに随意契約の相手方の選定に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（準用規定） 

第２条 北九州市公営競技局が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、

地質調査業務等の委託契約又は請負契約を締結する場合の一般競争入札の参

加資格及びその審査、指名競争入札の参加資格及びその審査並びに指名基準

並びに随意契約の相手方の選定に関しては、北九州市測量業務、建設コンサ

ルタント業務等競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北

九州市規則第６０号。以下「規則」という。）第２条から第１５条までの規

定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規則の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。 

第２条 市 北九州市公営競技局  

第３条 契約規則 北九州市公営競技局契約

規程において準用する北

九州市契約規則（昭和３

９年北九州市規則第２５

号） 

第４条第１項、第３

項及び第４項、第６

条、第７条第１項及

び第２項、第８条、

市長 公営競技局長 
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第９条、第１０条第

１項並びに第１２条

第１項 

第５条 北九州市建設工事競争

入札参加者の資格及び

審査等に関する規則 

北九州市公営競技局建設

工事競争入札参加者の資

格及び審査等に関する規

程（平成３０年北九州市

公営競技局管理規程第９

号）第２条において準用

する北九州市建設工事競

争入札参加者の資格及び

審査等に関する規則 

北九州市建設業者資格

審査委員会 

北九州市公営競技局建設

業者資格審査委員会 

第７条第１項 以下この条、次条及び

第９条において 

以下 

第８条第１項 政令 地方自治法施行令 

第１０条第２項 北九州市建設業者競争

参加資格委員会 

北九州市公営競技局建設

業者競争参加資格委員会

第１３条 北九州市建設工事等業

者選定委員会 

北九州市公営競技局建設

工事等業者選定委員会 

第１５条 規則 規程 

技術監理局長 公営競技局長 

付 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、規則の規定により作成された有資格業者名簿で平成

３０年３月３１日において効力を有するものは、この規程の相当規定により

作成された有資格業者名簿とみなし、当該名簿の有効期限は、同年９月３０

日とする。 
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北九州市公営競技局管理規程第１１号 

北九州市公営競技局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程を次

のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市公営競技局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め 

る規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令（平成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）の規定

が適用される調達契約に関する事務の取扱いに関し、北九州市公営競技局契

約規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第５号）、北九州市公営競

技局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成

３０年北九州市公営競技局管理規程第８号）、北九州市公営競技局建設工事

競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成３０年北九州市公営競

技局管理規程第９号）及び北九州市公営競技局測量業務、建設コンサルタン

ト業務等競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成３０年北九州

市公営競技局管理規程第１０号）の特例を設けるとともに必要な事項を定め

るものとする。 

（準用規定） 

第２条 特例政令の規定が適用される調達契約に関する事務の取扱いに関して

は、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第２条から第１７条までの規定を準用する。この場

合において、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第２条及び第１７条 規則 規程 

第３条、第４条、第

６条第１項、第８条

、第１１条、第１２

条第１項、第１４条

及び第１５条 

市長 公営競技局長 

第４条及び第７条第

１項 

建設工事資格審査規則 北九州市公営競技局建設

工事競争入札参加者の資

格及び審査等に関する規

程第２条において準用す

る北九州市建設工事競争

入札参加者の資格及び審
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  査等に関する規則（平成

６年北九州市規則第５９

号） 

測量業務等資格審査規

則 

北九州市公営競技局測量

業務、建設コンサルタン

ト業務等競争入札参加者

の資格及び審査等に関す

る規程第２条において準

用する北九州市測量業務

、建設コンサルタント業

務等競争入札参加者の資

格及び審査等に関する規

則（平成６年北九州市規

則第６０号） 

第５条第１項から第

３項まで、第６条第

１項、第１０条、第

１０条の２及び第１

３条 

契約規則 北九州市公営競技局契約

規程において準用する北

九州市契約規則（昭和３

９年北九州市規則第２５

号） 

第７条第１項 物品等資格審査規則 北九州市公営競技局物品

等供給契約の競争入札参

加者の資格及び審査等に

関する規程第２条におい

て準用する北九州市物品

等供給契約の競争入札参

加者の資格及び審査等に

関する規則（平成７年北

九州市規則第１１号） 

第１０条 規則で定める事項 文書において説明する事

項 

第１６条 各局室長 各課長 

第１６条及び第１７

条 

技術監理局長 公営競技局長 

付 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市公営競技局管理規程第１２号 

 北九州市公営競技局長代理規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市公営競技局長代理規程 

公営競技局長（以下「局長」という。）に事故があるとき、又は局長が欠け

たときは、次の職にある者がその順序に従い局長の職務を代理する。 

公営競技局次長 

公営競技局総務課長 

付 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市公営競技局管理規程第１３号 

 北九州市公営競技局庁内管理規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市公営競技局庁内管理規程 

 （目的） 

第１条 この規程は、庁内の管理について必要な事項を定めることにより、庁

内の秩序の維持及び災害の防止を図り、もって公務の正常な運営を確保する

ことを目的とする。 

（管理責任者） 

第２条 庁内及び予定物の管理に関する事務を行わせるため、管理責任者を置

く。 

２ 管理責任者は、小倉競輪場にあっては競輪事業課長、若松モーターボート

競走場にあってはボートレース事業課長をもって充てる。 

（準用規定） 

第３条 この規程に定めるもののほか、庁内の管理については、北九州市庁内

管理規則（昭和４７年北九州市規則第１８号）第２条、第４条及び第７条か

ら第１５条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げ

る同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

第２条及び第１５条 この規則 この規程 

第２条第１号及び第７

号、第１３条並びに第

１５条 

市長 公営競技局長 

第８条 管理責任者、守衛 管理責任者 

第１２条第４号 管理補助者、室内管理

者、守衛 

管理補助者 

第１４条 第３条、第４条 第４条 

   付 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行前に、北九州市庁内管理規則の規定によってした処分、手

続その他の行為は、この規程の相当規定によってしたものとみなす。 
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北九州市公営競技局管理規程第１４号 

 北九州市公営競技局職員証に関する規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

   北九州市公営競技局職員証に関する規程 

（趣旨）

第１条 この規程は、公営競技局に勤務する職員（臨時的任用職員その他公営

競技局長が定める職員を除く。以下「職員」という。）に対し発行する職員

証について、必要な事項を定めるものとする。

（準用規定）

第２条 職員証については、北九州市職員証に関する規程（昭和４３年北九州

市訓令第２１号。以下「訓令」という。）第２条から第８条まで及び第１号

様式から第３号様式までの規定を準用する。この場合において、第２条、第

４条、第６条から第８条までの規定及び第１号様式から第３号様式までの規

定中「総務局長」とあるのは「公営競技局長」と読み替えるものとする。

付 則

（施行期日）

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規程の施行の際、現に訓令に基づく職員証の発行を受けている職員の

当該職員証については、この規程に基づき発行されたものとみなす。

３ 前項の規定の適用がある場合における当該職員証の有効期間のうちこの規

程の施行の日の前日までの期間は、この規程に基づく有効期間のうち既に経

過した期間とみなす。
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北九州市公営競技局管理規程第１５号 

 北九州市公営競技局職員の名札着用に関する規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

   北九州市公営競技局職員の名札着用に関する規程 

（趣旨）

第１条 この規程は、公営競技局に勤務する職員（公営競技局長が別に定める

職員を除く。以下「職員」という。）の名札着用について必要な事項を定め

るものとする。

（準用規定）

第２条 職員の名札着用については、北九州市職員の名札着用に関する規程（

昭和４３年北九州市訓令第２３号）第３条から第７条まで及び別記様式の規

定を準用する。この場合において、第４条、第７条及び別記様式中「総務局

長」とあるのは「公営競技局長」と読み替えるものとする。

付 則

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市公営競技局管理規程第１６号 

 北九州市公営競技局職員の被服の貸与に関する規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

   北九州市公営競技局職員の被服の貸与に関する規程 

（趣旨）

第１条 この規程は、公営競技局に勤務する職員（臨時的任用職員を除く。以

下「職員」という。）の職務の執行上必要な被服の貸与について必要な事項

を定めるものとする。

（準用規定）

第２条 職員の被服の貸与については、北九州市職員被服貸与規則（昭和４４

年北九州市規則第１７号。以下「規則」という。）第２条から第１１条まで

の規定を準用する。この場合において、第２条第１項、第４条第２項、第８

条、第１０条及び第１１条中「総務局長」とあるのは、「公営競技局長」と

読み替えるものとする。

付 則

（施行期日）

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規程の施行の際、現に規則に基づき被服の貸与を受けている職員の当

該被服については、この規程に基づき貸与されたものとみなす。

３ 前項の規定の適用がある場合における当該被服の貸与期間のうちこの規程

の施行の日の前日までの期間は、この規程に基づく貸与期間のうち既に経過

した期間とみなす。
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北九州市公営競技局管理規程第１７号 

 北九州市公営競技局職員の職名等に関する規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

   北九州市公営競技局職員の職名等に関する規程 

 （目的） 

第１条 この規程は、公営競技局に勤務する一般職に属する職員（臨時的任用

職員を除く。別表を除き、以下「職員」という。）の職名及び職種名につい

て定めることを目的とする。

 （職名及び職種名）

第２条 職員の職名は、別表の職名の欄に掲げるとおりとし、職種名は、同表

の職種名の欄に掲げるとおりとする。

第３条 職名について、法令、条例その他の特別の定めがあるものであって、

特にその必要があると認められるものについては、前条に定める職名のほか

、当該名称を併せて用いることができる。

付 則

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

別表（第２条関係）

職名 職種名及び職務内容

職種名 職務内容

職員 一般事務員 一般事務の職務

一般技術員 一般技術の職務
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北九州市公営競技局管理規程第１８号 

 北九州市公営競技局職員の人事評価に関する規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

   北九州市公営競技局職員の人事評価に関する規程 

第１条 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２３条の２第１項の規

定に基づき、公営競技局に勤務する職員に対し、人事評価を実施する。

第２条 前条の規定により実施する人事評価については、別に定めるものを除

くほか、北九州市職員人事評価規程（昭和４３年北九州市訓令第２６号）に

基づく人事評価の例による。

付 則

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市公営競技局管理規程第１９号 

 北九州市公営競技局職員の在籍専従許可の手続等に関する規程を次のように

定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

   北九州市公営競技局職員の在籍専従許可の手続等に関する規程 

地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）第６

条第１項ただし書に規定する許可の手続等については、在籍専従許可の手続等

に関する規程（昭和４４年北九州市訓令第７号）の規定の例による。 

付 則

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市公営競技局管理規程第２０号 

 東日本大震災、平成２８年熊本地震及び平成２９年７月九州北部豪雨に伴う

北九州市公営競技局職員の特別休暇の特例に関する規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

   東日本大震災、平成２８年熊本地震及び平成２９年７月九州北部 

豪雨に伴う北九州市公営競技局職員の特別休暇の特例に関する規 

程 

 （目的）

第１条 この規程は、東日本大震災（平成２３年東北地方太平洋沖地震をいう

。以下同じ。）による被害が史上まれに見る甚大なものであり、また、平成

２８年熊本地震及び平成２９年７月九州北部豪雨による被害が甚大なもので

あり、全ての国民が協力して被災者を支援する必要があることに鑑み、公営

競技局職員の特別休暇の特例を定めることにより、公営競技局職員が被災者

を支援するためのボランティア活動に参加しやすい勤務条件を整備すること

を目的とする。

 （特別休暇の特例）

第２条 公営競技局職員の東日本大震災、平成２８年熊本地震又は平成２９年

７月九州北部豪雨に係るボランティア活動を理由とする特別休暇の取扱いに

ついては、北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（昭和３８

年北九州市規則第１４号）第１条に規定する職員の例による。 

（委任）

第３条 この規程の施行に関し必要な事項は、公営競技局長が別に定める。

付 則

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市公営競技局管理規程第２１号 

 北九州市公営競技局職員の見舞金の支給に関する規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

   北九州市公営競技局職員の見舞金の支給に関する規程 

（趣旨）

第１条 この規程は、公営競技局に勤務する一般職に属する職員（臨時的任用

職員を除く。以下「職員」という。）及びその遺族に支給する公務上の災害

等に対する見舞金に関し、必要な事項を定めるものとする。

（見舞金の支給）

第２条 職員の見舞金の支給については、北九州市職員見舞金支給規則（昭和

４８年北九州市規則第５８号）の適用を受ける職員の例による。

付 則

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市公営競技局管理規程第２２号 

 北九州市公営競技局事務専決規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市公営競技局事務専決規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、別に定めるものを除くほか、北九州市公営競技局の組織

及び事務分掌規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第１号）第３条

第１項に規定する局次長、工事契約担当部長及び課長（給与担当課長及び工

事契約担当課長を含む。）が所管する事務の専決その他事務決裁について必

要な事項を定めるものとする。 

（局次長の専決事項） 

第２条 局次長の専決事項は、次のとおりとする。 

（１） 別表第１及び別表第２に定める局次長の専決区分に属する事項に関

すること。 

（２） 照会、回答、通知、届出、申請、報告、通達等に関すること（重要

なもの及び軽易又は定例的なものを除く 。）。  

（３） 告示、公告、公表、公示送達その他公示に関すること（重要なもの

及び軽易又は定例的なものを除く 。）。 

（４） 訴訟、和解、調停等に関すること（定例的な経過報告に関するもの

に限る。） 

（５） その他前各号に準ずる事項に関すること。 

（工事契約担当部長の専決事項） 

第３条 工事契約担当部長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、工事契

約担当課長の専決事項とされたものについては、この限りでない。 

（１） １件５，０００万円以下の工事の契約（修繕費（工事に係るものに

限る。以下同じ 。）、 工事請負費及び委託料（工事を委託する場合に限る

。以下同じ。）に属するものに限る。）に関すること。 

（２） １件５，０００万円以下の工事に係る設計委託、測量委託及び調査

委託（以下「設計等委託」という。）の契約に関すること。 

（課長の専決事項） 

第４条 課長（給与担当課長及び工事契約担当課長を除く。）の専決事項は、

次のとおりとする。ただし、給与担当課長の専決事項とされたものについて

は、この限りでない。 

（１） 別表第１及び別表第２に定める課長の専決区分に属する事項に関す
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ること。 

（２） 軽易又は定例的な照会、回答、通知、届出、申請、報告、通達等に

関すること。 

（３） 係長を除く所属職員の配置に関すること。 

（４） その他前３号に準ずる事項に関すること。 

２ 前項に定めるもののほか、総務課長は、軽易又は定例的な告示、公告、公

表、公示送達その他公示に関することを専決する。 

３ 給与担当課長は、次に掲げるものを専決する。 

（１） 職員の異動に伴う給料決定に関すること。 

（２） 職員の昇給に関すること。 

（３） 給料の支給に関すること。 

（４） 職員の手当の認定及び支給に関すること（支給の一時差止めに関す

るものを除く 。）。 

（５） 職員の退職手当の裁定及び支給に関すること（支給制限及び差止め

に関するものを除く 。）。  

（６） 職員に係る児童手当法（昭和４６年法律第７３号）の規定による児

童手当、平成２２年度等における子ども手当の支給に関する法律（平成２

２年法律第１９号）の規定による子ども手当及び平成２３年度における子

ども手当の支給等に関する特別措置法（平成２３年法律第１０７号）の規

定による子ども手当の受給資格及び額の認定並びに支払に関すること。 

（７） 職員の給与並びに児童手当及び子ども手当に関する事務に係る軽易

又は定例的な照会、回答、通知、届出、申請、報告、通達等に関すること

。 

（８） 職員の給与並びに児童手当及び子ども手当に関する事務に係る諸証

明に関すること（重要なものを除く 。）。 

（９） その他前２号に準ずる事項に関すること。 

４ 工事契約担当課長は、次に掲げるものを専決する。 

（１） １件２５０万円を超え、１，０００万円以下の工事の契約（修繕費

、工事請負費及び委託料に属するものに限る。）に関すること。 

（２） １件１００万円を超え、１，０００万円以下の工事に係る設計等委

託の契約に関すること。 

（合議） 

第５条 この規程の定めるところにより専決できる事項であっても、他の課に

関連を有するものについては、当該課に合議しなければならない。 

（代決） 
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第６条 局長、局次長又は課長（給与担当課長及び工事契約担当課長を除く。

）が出張又は休暇その他の事故により不在（以下「不在」という。）のとき

は、次に掲げる区分に従いそれぞれ定められた職員がその事案を代決する。 

（１） 局長が不在のときは、局次長 

（２） 局次長専決事項について、局次長が不在のときは、主管の課長 

（３） 課長専決事項について、課長が不在のときは、主管の係長 

（代決した場合の報告） 

第７条 前条の規定により代決した場合、代決した者は、その不在者の登庁後

直ちに報告しなければならない。 

（異例なもの等に関する特例） 

第８条 この規程に定める専決事項であっても、異例又は重要なものと認めら

れるものについては、上司の決裁を受けなければならない。 

付 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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別表第１（第２条、第４条関係） 

 人事関係事務 

専 決 区 分

専 決 事 項 

局 次 長 備考 

任 用 嘱 託 員 [ 総務課長]  

臨時的任用職員

休 職 係 員   

服

務

休暇の付与 課 長 所属係長以下 １ 退勤途上の危険回

避を理由とする特別

休暇の承認について

は局次長に、ボラン

ティア活動、現住居

の滅失又は損壊及び

交通遮断を理由とす

る特別休暇の承認に

ついては総務課長に

合議すること。 

２ 介護休暇又は介護

時間の付与期間の承

認については、総務

課長に合議すること

。 

３ 組合休暇の承認に

ついては、総務課長

にあらかじめ合議す

ること。 

自己啓発等休業

の承認 

 [ 総務課長 ]  

職員 

配偶者同行休業

の承認 

 [ 総務課長 ]  

職員 

育児休業の承認  [ 総務課長 ]  

職員 

育児短時間勤務

の承認 

 [ 総務課長 ]  

職員 

育児時間の付与  所属係長以下  

部分休業の承認  [ 総務課長 ]  

職員 

部分休業の承認

期間内における

承認時間の変更

課 長 所属係長以下  

欠勤の承認 課 長 所属係長以下 係長以下の長期（７日

以上）にわたるものに

課 長 
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    ついては、局次長の承

認を受けること。 

勤務時間の繰上

げ及び繰下げ 

課 長 所属係長以下  

休憩時間の繰上

げ及び繰下げ 

課 長 所属係長以下  

週休日の振替及

び休日の代休日

の指定 

課 長 所属係長以下  

勤務命令（時間

外、休日等） 

局 次 長

課 長 

所属係長以下  

職務専念義務の

免除 

課 長 所属係長以下 重要なものについては

、総務課長に合議する

こと。 

旅

行

命

令

勤務地内出

張 

局 次 長

課 長 

所属係長以下  

宿泊を要し

ない出張 

局 次 長

課 長 

所属係長以下  

宿泊を要す

る県外出張

課 長 所属係長以下  

  公 傷

病  

認定 臨 時 的

任 用 職

員 

嘱 託 員

支給  [ 総務課長 ]  

臨時的任用職員

嘱託員 

注 

 １ 専決事項中、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１） 係長 係長及び担当係長 

（２） 係員 係長以上を除く職員 

 ２ [  ] 内は、専決区分を示す。 
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別表第２（第２条、第４条関係） 

 財務関係事務 

専決区分

専決事項 

局次長 

（１） 賃金、報酬等

の執行 

 全額 法定福利費、補助交

付金及び退職給与金

を含む。 

（２） 物品の購入又

は修繕に係る決定及

び契約 

１，０００

～ 

２００～ １ 支出科目にかか

わらず、物品に関

するもの全部。た

だし、修繕に係る

決定及び契約のう

ち工事に係るもの

を除く。 

２ 次に掲げるもの

は、全額課長専決

事項とする。 

 （１） 単価基本

契約締結済みの

もの 

 （２） 価格協定

基本契約締結済

みのもの 

（３） 物品の購入又

は修繕に係る検収 

 全額 支出科目にかかわら

ず、物品に関するも

の全部。ただし、修

繕に係る検収のうち

工事に係るものを除

く。 

（４） 選手費の執行 １００～ ２０～ 基本契約等により金

額の定めのあるもの

は、全額課長専決事

項とする。 

（５） 旅費の執行  全額  

（６） 交際費の執行 ２０～   

（７） 販売促進費の

執行 

～２００ ２００～  

（８） 需用費の執行 １，０００

～ 

２００～ 光熱水費については

、全額課長専決事項

とする。 

（９） 食糧費の執行 １００～ １０～  

（１０） 役務費の執 ～５０ ５０～ 郵便料及び電信電話

課 長 備 考 
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 行   料については、全額

課長専決事項とする

。 

（１１） 委託費の執

行 

～２００ ２００～ 工事に係るものを除

く。 

（１２） 使用料及び

賃借料の執行 

～５０ ５０～ 基本契約等により金

額の定めのあるもの

は、全額課長専決事

項とする。 

（１３） 雑費の執行 １００～ ２０～  

（１４） 払戻金及び

返還金の執行 

 全額  

（１５） 法定交納付

金の執行 

 全額  

（１６） 分担金の執

行 

～２０ ２０～ 基本契約等により金

額の定めのあるもの

は、全額課長専決事

項とする。 

（１７） 舟艇費の執

行 

～２００ ２００～  

（１８） 場外発売費

の執行 

全額  基本契約等により金

額の定めのあるもの

は、全額課長専決事

項とする。 

（１９） 工

事の執行（

変更を含む

。）  

起 工 ５，０００

～ 

１，２００

～ 

修繕工事を含む。 

契 約  ２５０～ 設計等委託の契約を

除く。 

設 計

等 委

託 の

契 約

 １００～ 工事に係る委託に限

る。 

（２０） 減価償却費

の執行 

 [ 総務課長

]  

全額 

（２１） 固定資産除

却費及びたな卸資産

減耗費の執行 

 全額  

（２２） 固定資産売

却損の執行 

 全額  

（２３） 元利償還金

の執行 

 [ 総務課長

]  

全額 

（２４） 租税の執行  全額  
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（２５） その他経費

の支出 

１００～ ２０～  

（２６） 支出命令に

関すること。 

 全額  

（２７） 調定及び納

入通知 

 全額  

（２８） 収入及び支

出の審査に関するこ

と。 

 [ 総務課長

]  

全額 

（２９） 預り金及び

前受金に関すること

。 

 全額  

（３０） 一時借入金

に関すること。 

 [ 総務課長

]  

全額 

（３１） 予算の配当

に関すること。 

 [ 総務課長

]  

全額 

（３２） 予算の流用

に関すること。 

２，０００

～ 

[ 総務課長

]  

２００～ 

（３３） 科目更正  全額  

（３４） 不用品の売

却の決定及び廃棄 

 全額  

注 

 １ [  ] 内は、専決区分を示す。 

 ２ 数字は１件（１決裁に係るもの）の金額を示し、単位は万円とす

る。 

 ３ 「１，０００～」は１，０００万円以下のものを、「～１，００

０」は１，０００万円を超えるものを示す。 
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北九州市議会規程第１号 

北九州市議会事務局規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市議会議長 井 上 秀 作    

   北九州市議会事務局規程の一部を改正する規程 

北九州市議会事務局規程（昭和４４年北九州市議会規程第１号）の一部を次

のように改正する。 

第４条第２項中「、担当係長及び自動車運転指導員（以下「主任」という。 

）」を「及び担当係長」に改める。 

第６条第５項を削る。 

 第１６条第１項の表中 

事務局長 

書記 
一般事務員 一般事務の職務 

技手 自動車運転手 自動車の運転を行う職務 

事務局長 

書記 
一般事務員 一般事務の職務 

改める。 

  付 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

「

」

を

「

」

に
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北九州市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

平成３０年３月３０日 

                     北九州市教育委員会 

                      教育長 垣 迫 裕 俊 

北九州市教育委員会規則第４号 

北九州市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則 

北九州市教育委員会職員安全衛生管理規則（昭和５３年北九州市教育委員会 

規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 第８条中「教職員部教職員課長」を「教職員部教職員給与課長」に改める。

別表中 

学校（幼稚園を除く。）及

び戸畑高等専修学校 

教頭（副校長を置く学校にあっては、

副校長） 

学校（幼稚園を除く。）及

び戸畑高等専修学校 

教頭（副校長を置く学校にあっては、

副校長） 

幼稚園 幼稚園長 

総務部施設課整備係長 

学務部教職員課給与厚生係長 

学務部学校保健課給食係長 

学校支援部施設課整備係長 

教職員部教職員給与課安全衛生係長 

学校支援部学校保健課給食係長 

改める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

を

に、

を

「

「

「

「

に

」

」

」

」
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北九州市教育機関事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成３０年３月３０日

                     北九州市教育委員会

教育長 垣 迫 裕 俊

北九州市教育委員会規則第５号

北九州市教育機関事務分掌規則の一部を改正する規則

 北九州市教育機関事務分掌規則（昭和５０年北九州市教育委員会規則第１２

号）の一部を次のように改正する。

別表第２の中央図書館奉仕課奉仕係の項中第３号を削り、第４号を第３号と

し、第５号を第４号とし、第６号を第５号とする。

付 則

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市教育機関庁内管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成３０年３月３０日 

                     北九州市教育委員会 

                      教育長 垣 迫 裕 俊 

北九州市教育委員会規則第６号 

北九州市教育機関庁内管理規則の一部を改正する規則 

 北九州市教育機関庁内管理規則（昭和４７年北九州市教育委員会規則第２２

号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表中 

「              

                                 」 

「              

                                 」 

改める。 

   付 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

管理責任者  管理責任者、管理補助者、室内

管理者、守衛 

規則第１２条第

４号 

規則第１２条第

４号 

管理責任者、管理補助者、室内

管理者 

管理責任者  

規則第８条

に 

管理責任者、守衛       管理責任者  

を 
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北九州市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させ

る規則及び北九州市教育委員会の権限に属する事務を市長の補助機関たる職員

等に補助執行させることに関する規則の一部を改正する規則をここに公布する

。

平成３０年３月３０日

                     北九州市教育委員会

教育長 垣 迫 裕 俊

北九州市教育委員会規則第７号

北九州市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時

に代理させる規則及び北九州市教育委員会の権限に属する事務を

市長の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する規則の

一部を改正する規則

 （北九州市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理さ

せる規則の一部改正）

第１条 北九州市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代

理させる規則（昭和３８年北九州市教育委員会規則第７号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第１項中第９号を削り、第１０号を第９号とし、第１１号から第２

５号までを１号ずつ繰り上げる。

（北九州市教育委員会の権限に属する事務を市長の補助機関たる職員等に補

助執行させることに関する規則の一部改正）

第２条 北九州市教育委員会の権限に属する事務を市長の補助機関たる職員等

に補助執行させることに関する規則（平成元年北九州市教育委員会規則第１

６号）の一部を次のように改正する。

第１条の２を削る。

付 則

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

平成３０年３月３０日 

                     北九州市教育委員会 

                      教育長 垣 迫 裕 俊 

北九州市教育委員会規則第８号 

北九州市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則 

北九州市教育委員会事務局事務分掌規則（昭和４３年北九州市教育委員会規

則第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第１条総務部の項に次のように加える。 

  子ども図書館準備室 

   企画係 

   学校図書館支援係 

第１条教職員部教職員課の項中「服務争訟係」を「服務管理係」に改める。 

第２条総務部の項に次のように加える。 

  子ども図書館準備室 

企画係 

   （１） 室の庶務に関すること。 

   （２） 子ども図書館の開館準備に関すること。 

    （３） 子ども図書館における各種イベント等の計画に関すること。 

   学校図書館支援係 

   （１） 学校図書館の支援に関すること。 

    （２） 子どもの読書活動の推進に関すること。 

    （３） 読書活動における学校との連携及び協力の推進に関すること

。 

第２条教職員部教職員課の項中「服務争訟係」を「服務管理係」に改める。 

第４条第３項中「課長（」の次に「子ども図書館準備室長及び」を加える。 

  付 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉

手当に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

平成３０年３月３０日

             北九州市教育委員会

教育長 垣 迫 裕 俊

北九州市教育委員会規則第９号

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手

当及び勤勉手当に関する規則等の一部を改正する規則

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤

勉手当に関する規則の一部改正）

第１条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及

び勤勉手当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１０号）の

一部を次のように改正する。

付則に次の１項を加える。

８ 別表第２の行政職給料表の項教職員の欄に掲げる教職員のうち職務の級

４級に属する教職員に対する同表の規定の適用については、当分の間、同

項中「１００分の５（教育長が別に定める教職員にあっては、１００分の

７．５）」とあるのは、「１００分の１０」とする。

  別表第１の行政職給料表の項中

 「

職務の級３級の教職員 １００分の５（教育長が別に定める教職員

にあっては、１００分の７．５）

                                 」

 「

職務の級４級の教職員 １００分の１０

職務の級３級の教職員 １００分の５（教育長が別に定める教職員

にあっては、１００分の７．５）

                                 」

改め、同表の備考第１項中「及び医療職給料表（２）の項」を削り、「の属

する職務の級」の次に「のうち最下位の職務の級」を加え、同表の備考第２

項を同表の備考第３項とし、同表の備考第１項の次に次の１項を加える。

２ この表の医療職給料表（２）の項教職員の欄に掲げる教職員の属する職

務の級の１級下位の職務の級に属する教職員で教育長が特に必要と認める

ものについては、加算割合が１００分の５と定められている教職員の区分

に

を
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に属する教職員としてこの表に掲げられているものとする。この場合にお

いては、加算割合について、教育長が別に定める教職員にあっては、１０

０分の７．５とする規定は、適用しない。

  別表第２の行政職給料表の項中「職務の級」の次に「４級及び」を加え、

同表の備考第１項中「及び医療職給料表（２）の項」を削り、「の属する職

務の級」の次に「のうち最下位の職務の級」を加え、同表の備考第２項を同

表の備考第３項とし、同表の備考第１項の次に次の１項を加える。

２ この表の医療職給料表（２）の項教職員の欄に掲げる教職員の属する職

務の級の１級下位の職務の級に属する教職員で教育長が特に必要と認める

ものについては、加算割合が１００分の５と定められている教職員の区分

に属する教職員としてこの表に掲げられているものとする。この場合にお

いては、加算割合について、教育長が別に定める教職員にあっては、１０

０分の７．５とする規定は、適用しない。

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の退職手当に関す

る条例施行規則の一部改正）

第２条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の退職手当に

関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１２号）の一部

を次のように改正する。

  別表の第３号区分の項第３号中「特３級」を「４級」に改め、同表に備考

として次のように加える。

 備考 教職員給与条例付則第３項の規定の適用を受ける教職員の区分は、第

３号区分とする。

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の旅費に関する条

例施行規則の一部改正）

第３条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の旅費に関す

る条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１３号）の一部を次

のように改正する。

  第４条第１項の表を次のように改める。

区分

教育職給料表（

３）級別基準職

務表

教育職給料表（

４）級別基準職

務表

行政職給料表級

別基準職務表

課長及びこれ

に相当する職

４級の項の職務 ４級の項の職務
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務

係長及びこれ

に相当する職

務

３級の項の職務 ３級の項の職務 ４級の項の職務

   付 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市教育委員会訓令第３号

庁中一般

北九州市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める

。 

  平成３０年３月３０日 

北九州市教育委員会 

 教育長 垣 迫 裕 俊 

北九州市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

北九州市教育委員会事務専決規程（昭和４４年北九州市教育委員会訓令第３

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「課長（」の次に「子ども図書館準備室長、」を加える。

別表の注書第１項第３号中「課長 課長」の次に「、子ども図書館準備室長

」を加える。

付 則 

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。

140



北九州市教育委員会教育長訓令第１号

庁中一般

×北九州市教育委員会事務局教育次長以下事務専決規程の一部を改正する訓令

を次のように定める。

××平成３０年３月３０日

                     北九州市教育委員会

教育長 垣 迫 裕 俊××

×××北九州市教育委員会事務局教育次長以下事務専決規程の一部を改

正する訓令

北九州市教育委員会事務局教育次長以下事務専決規程（昭和４４年北九州市

教育委員会教育長訓令第１号）の一部を次のように改正する。

第１条中「課長（」の次に「子ども図書館準備室長、」を加える。

付 則

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成３０年３月３０日

             北九州市人事委員会委員長 河 原 一 雅  

北九州市人事委員会規則第５号

北九州市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

北九州市管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年北九州市人事委員会規

則第１７号）の一部を次のように改正する。

別表の個別の教育委員会の本庁の項中

「 

                                 」

「

                                 」

改める。

付 則

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

〔総務部〕人事係長

〔教職員部〕教職員係長 人事制度係長 服務争訟係長 給与制度

係長 給与支給係長 労務厚生係長 選考試験を担当する担当係

長 職員団体を担当する係員

〔総務部〕人事係長

〔教職員部〕教職員係長 人事制度係長 服務管理係長 給与制度

係長 給与支給係長 労務厚生係長 人材確保、人材育成及び争

訟を担当する担当係長 職員団体を担当する係員

に

を
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